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　森を歩く　

国際森林年のメッセージ
　「森を歩く」は、国連が設定した 2011 国際森林年の日
本国内テーマです。国際年には、特定の事項に関する問題
解決を全世界に呼びかけるという目標があります。
2011 国際森林年は、「森林に対する世界の市民の参加と
理解」を目的として設置されたもので、1985 年以来２
回目の国際森林年です。これまでに設けられた数多くの
国際年のなかで、同じ名称の国際年が２回設けられたの
は、森林年が初めてだということは、あまり知られていな
いようです。このことは、四半世紀を経てなお森林の問題
が人類にとって重要な課題であることを示しています。
　さて、国際森林年の本テーマは「Forest for people
（人々のための森林）」なのですが、2011 国際森林年を
宣言した国連決議は、各国政府から個人までのあらゆる
レベルで、現在世代と将来世代のために、全てのタイプの
森林の持続可能な経営、保全、開発を進めることについて
認識を高めることを求めています。つまり、「森を歩く」
という国内テーマは、森林への認識を高めるために、ま

ず森を歩くことが大切だというメッセージなのです。

森林の現状
　２回目の国際森林年が設けられた背景にある、森林の現
状をみてみましょう。森林は世界の土地のおよそ３割を占
めるとされていますが、南米やアフリカを中心に森林減少
が大きな問題となっています。一方、日本では森林は国土
の７割を占め、その蓄積は増加しています。世界有数の森
林国である日本で、なぜ森林への認識を高める取組が必要
なのでしょうか。かつての日本で、薪炭や堆肥などの供給
源として地域の人々の生活を支えていた里山の森林は、燃
料革命や肥料革命を経てその価値を失いました。また、戦
後の復興や拡大造林によって造成された広大な人工林も、
外材輸入の増加と林業の低迷により、木材資源の供給源と

「森を歩く」の 2011年における

意味を考える
大石　康彦（おおいし　やすひこ、森林総合研究所多摩森林科学園）

しての価値が低下しています。これらのことが、多くの森
林が放置されている現状につながっています。頻繁な収穫
や保育作業による維持が前提となっている雑木林や人工林
の放置は、森林の荒廃や機能低下を招いています。

市民と森林
　ところで、市民と森林の関係はどうなっているので
しょうか。それを知る手がかりとして、政府による世論
調査をみてみましょう。森林に関する世論調査としては、
1976 年に森林・林業に関する世論調査が実施され、そ
の後調査名を変えながら、2007 年の森林と生活に関す
る世論調査まで 9回の調査が行われてきています。そ
のなかに、1年間に山や森へ行ったことがあるかについ
ての設問があります。1976 年の調査では、ある：
53.6％、ない：46.4％で、山や森へ行ったことのある人
とない人の割合は拮抗していました。ところが 1989 年
の調査では、ある：64.7％、ない：35.3％となり、山や森
へ行ったことがある人が 15％ほど跳ね上がりました。
そして、最新の 2007 年調査では、山や森へ行ったこと
があると回答した人が再び増え、ある：72.7％、ない：
27.3％となりました。これは、1976 年当時からみれば
山や森へ行ったことがある人が 20％弱の増加となって
いて、この 30 年間に日本人にとって山や森へ行くこと
が特別なことではなくなってきたことがわかります。
　では、市民は森林をどのように認識しているのでしょう
か。同じ世論調査の、森林に期待する働きについての設問で
は、図に示すように、木材生産の働きに期待する人の割合が、
1976年から2007年までの約30年の間に45.9％から
14.6％まで大幅に低下したことが目立ちます。森林が木材
生産の場として認識されなくなるのに並行して、森林の放置
が進行していたことになります。一方で、森林に期待する働
きについての設問の選択肢には、この間に林産物生産、教育
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の場、地球温暖化防止の働きが加えられ、それぞれ一定の支
持を得ていることが注目されます。これは、社会がとらえる
森林の機能の拡張をあらわしていると考えられます。とこ
ろで、この世論調査の調査名は、1976年の「森林・林業」か
ら2007年の「森林と生活」へ変わりましたが、そこにも森
林に対する社会的なとらえの拡張をみることができます。
　このようななかで 2001 年に制定された森林・林業基
本法では、森林の有する多面的機能が持続的に発揮され
ることが、国民生活および国民経済の安定に欠くことの
できないものであるとしています。このように、森林の
多面的機能の発揮が認識され期待される一方で、森林が
放置されている現状があるわけです。

森林の価値
　森林の機能の発揮が期待されている一方で放置されてい
るというのは、どういうことなのでしょうか。ここで、森林
の価値について考えてみたいと思います。森林や森林を構
成する生物自体に内在的な価値があるという考え方があり
ます。それは、人間による評価とは無関係に存在する価値
です。一方、森林の○○機能、多面的機能というとき、その
価値は人類にとっての利益の視点からとらえられていると
考えられます。生態系サービスというとらえ方があります
が、これも人類の利益になる生態系機能をとらえたもので
す。ここで考えなければならないのは、人類の利益といっ
ても、人それぞれの価値観によってとらえ方が違ってくる
という問題です。森林の多面的機能が認識、期待されてい
る現在は、森林の価値が木材生産機能に特化されていた時
代に比べ、森林の価値が拡張しているといえます。

森の機能を発揮させるために
　社会的に認識されるようになってきている森林の多面
的機能ですが、森林の諸機能は必ずしもトレードオフで
はなく、重層的に発揮され得るところが重要な点だと思
います。それは、ある場所、ある時点の森林がいくつも
の機能を同時に発揮し得るというだけでなく、森林の様
相が変遷する過程でバランスを変えながら様々な機能が
発揮されていくといったことでもあります。木材生産を
目的とする人工林で考えると、植栽後に発生する草地的
な環境も、主伐が近い大きな空間を持つ環境も、それぞ
れが様々な機能を発揮し得るし、一方で、植栽から主伐
に至る過程でも、主に発揮される機能が変わってくると
いうことです。森林の多面的機能をしっかりととらえる
ためには、様々な森林を含むエリアでとらえたり、長い
期間でとらえたりすることが必要だと思われます。
　秋田県の佐藤清太郎さんは、20年前からスギ人工林や雑
木林を開放していますが、「健康の森」と名付けられた森に
は、地域の子どもたちや都会の高齢者の姿と笑い声が絶え
ません。この事例は、森林所有者が森林の開放を決断したこ
とによるところが大きいのですが、地域の幼稚園の先生や
都会の医師が「健康の森」が持つ機能を認識したからこそ、
展開できた現場なのだと思います。森林の機能の価値は、そ
れが認識されることによって初めて顕在化しますので、森
を歩くことは、ひいては森林の価値につながるのです。
　では、森林・林業の現場では森林の機能発揮への対応は
どうだったでしょうか。森林・林業現場においても、森林
の様々な機能を高度に発揮するための技術開発や制度は、
近年大きく進んだといえるでしょう。しかし、現場レベル
では、相変わらず細分化された単一機能でのとらえにとど
まっていて、森林が持つ多面的機能を重層的に発揮させる
技術の統合は実現できていないように思われます。
　松下（1975）は、37 年前の日林誌上に、「昨今は以
前にもまして、林業の実を知らぬ、知ろうともしない研
究者が多いのではないか。とすれば、それは林学（-界）
にとってはなはだ不幸なことと思う。」という言葉を残
しています。市民が森に目を向け、足を運んでいます。
森林・林業者ももっと森を歩こうではありませんか。

引 用 文 献

松下規矩（1975）林業界に望みたいこと．日林誌 57：

103．図　森林に期待する働き（世論調査データをもとに作成）
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きっかけ
　2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、東北新幹線やまびこ

が福島駅に停車した直後、長く、そして列車のスプリン

グで増幅された激しい揺れに、新幹線の車内はパニック

状態となりました。東日本大震災との遭遇でした。私は、

NPO法人土佐の森・救援隊からの依頼で高知市において

「薪について」の講演をするため、前泊地である都内の友

人宅へ向かう車中でした。

　数回の余震を経て、列車内も駅舎も危険であるとのこ

とから、駅員の誘導により駅舎の外に避難しました。

　駅舎の外での待機が 5時間を過ぎた 20時頃、凍えきっ

ていた新幹線や在来線の乗客およそ 5百人が、駅員によ

り福島駅近くの小学校の体育館に誘導されました。そこ

は、福島市役所が準備した避難所でした。避難所内は暖

かいとは言えませんでしたが、とりあえず吹雪の寒さか

ら逃れることができ安堵しました。およそ 1時間後には

毛布が配られ、その 1時間後には水やパンが配られ、そ

の日はどうにか眠ることもできました。

土佐の森・救援隊との交流
　土佐の森・救援隊事務局長の中嶋健造さんには 12日に

一度だけ奇跡的に携帯電話が通じ、無事を伝えることが

出来、その際「三陸沿岸はエライことになっているから、

すぐに救援に行く」との激励を受けました。

　土佐の森・救援隊との交流は、「森林所有者の利益にな

らなければ、森のバイオマス利用は何の意味もない」と

いう私の永年の問題意識から、「自伐林業」について勉強

させてほしいと、前年 9月に高知県仁淀川町を訪問した

ところから始まったものでした。土佐の森・救援隊でも、

ペレット製造や発電の実証などに関わるなかで「木質バ

イオマスの核は、薪である」との考えに傾いていたこと

から私と意気投合し、相互交流が活発化したところに大

震災が起こりました。

　避難所では、新聞の号外が唯一の情報源という状態で

した。そこには「福島原発が爆発」、「三陸沿岸津波によ

り壊滅。死者数万人」といった 3段抜きの見出しで被災

地の状況が次々と伝えられ、職場復帰後の厳しくかつ長

期となる救援活動を覚悟しました。しかし、岩手に帰る

術はありませんでした。

　体育館の避難所の中は、室温調節が容易にはできない

こともあり、昼間は体が汗ばみ、せめて熱い湯でタオル

を絞り体を拭きたい、夜間は脚が冷え、湯タンポがあれ

ばと感じました。それらの経験が、職場に戻ってからの

給湯支援の原点となりました。

給湯支援の構想
　大地震から 3日目、JRが準備した救援バスに乗り新花

巻駅まで戻ることができました。およそ10時間の車中で、

被災地への給湯支援策を考えました。

　新聞が伝える津波被災地の写真から、現地にはおびた

だしい量の木材などの瓦礫があることがわかりました。

また、被災地では食糧、着替え用下着、暖房用燃料など

が不足していることは容易に想像できました。さらにそ

の先には、避難所等の衛生状態を保つための給湯、温か

い食べ物、被災者の生きがい対策につながる支援活動が

必要だと感じました。たった 3日間でしたが、私自身が

避難所生活を体験したことから、それらのことを強く感

じることができたと思います。

　救援バスの車中で、瓦礫となった建築廃材はよく乾燥

していることから、被災者自らが薪として調達し、あり

合せの資材を使って、湯を沸かすことで被災地に貢献で

きるような仕組みを考え手帳にスケッチしました（図
_1）。

　それは、出来るだけ被災地にある資材、例えば、道路

の側溝に使っているU字管を炉として、ドラム缶をU字

管の上に置き、ボイラー代わりに使って効率良く大量の

「森の道の先」に見えたもの
―津波被災地における給湯支援から森づくりへ―

深澤　光（ふかざわ　ひかり、岩手県在住薪割りスト　岩手県遠野農林振興センター）
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湯を沸かす仕組みです。

「暮らしの木質バイオマス」の普及経験が活きる
　そこには、私が 20代から取り組んできた「暮らしの木

質バイオマス」という視点と実証の経験を活かすことが

できました。具体的には、私的に調査、普及を進めてき

た石やレンガ造りの蓄熱式薪ストーブ（Masonry 

Heater）、ピザ窯などの薪のオーブン（Bake Oven）の

築造方法や構造、機構の知識、ワークショップにおける

施工経験を、耐火コンクリートなどを使った熱効率を高

めたかまどの「設計」に活かすことができました。

　薪による湯沸かしは、ドラム缶内で耐熱ホースを通し

て熱交換し、水道圧や風呂の残り湯を使うバスポンプな

どを使って、一日に一人タライ1杯ずつでも給湯できれば、

調理や身体の清拭や食器の消毒、洗濯、採暖のための湯

たんぽなどに利用できる、と考えました。このような簡

易なボイラーの仕組みを考え実現する上で、薪の利用を

通じて広がった全国各地、世界各国の友人、知人との交

流により、様々な古今東西の薪による湯沸し装置や薪の

キッチンストーブなどを見聞してきた経験を活かすこと

ができました。

職場に戻ってから
　3月 14日に遠野市の職場（遠野農林振興センター）に

戻ってみると、まだ停電した中、暖房もない薄暗い事務

所の中で皆コートを着て災害支援業務に当たっていまし

た。特に遠野市は岩手県沿岸の 6市町に近いことから、

それらの被災地に向けた食糧や生活必需品の支援活動を

行なっており、県の出先機関として、遠野市の支援を後

方から支える、戦場で言えば「兵
へいたん

站」部隊となっていま

した。それは、全国各地、各企業等からの大量の支援物

資が集まる、県庁に近い物資の集積場から、被災地の前

線に物資を届け続ける補給業務でした。そのような「兵站」

をやりながら、瓦礫廃材を利用した給湯支援の準備も進

めていました。

　職場に戻って 4日目の 3月 17 日に岩手・木質バイオ

マス研究会（以下「研究会」）のメーリング・リストに「緊

急提案」をさせていただきました。その内容は、救援バ

スの中で考えた構想そのものです。それを研究会や行政、

NPOなどが連携して実現できないか？「何か行動を起こ

そう！一つの握り飯を四人で分け、震えている人がたく

さんいる！」というものでした。

「焚き火・ボイラーかまどプロジェクト」を開始
　メーリング・リストでは、築炉を業とする会社の専務

さんから反応がありました。研究会のメーリング・リス

トとは別に、地元の建設会社の社長さんからも「何か出

来ることはないか？」とのお申し出をいただきました。

　その頃、職場である遠野農林振興センターが支援を担

当する被災地が、それまでの沿岸 6市町から釜石市と

大
おおつち

槌町に絞られたことから、「兵站業務」が一段落した職

場の取り組みとして、その 2市町を対象に「給湯支援を

行なう」ことを提案し、上司の決裁を得ることができま

した。申し出をいただいていた 2社のご協力を得て、構

想していたU字側溝とドラム缶による「焚き火・ボイラー

かまど」を試作、実証することとなりました。

　早急に 1セットを試作して、トラックに積んで被災地

の避難所を中心に「営業」（需要調査）をして歩きました。

3月 19 日には試作が始まり、21 日には実証試験をして

22日からは、避難所への配置を始め、結果的に、「焚き火・

ボイラーかまど」は 7箇所の避難所に設置させていただ

きました（写真 _1）。

2台の「薪ボイラー」が届く
　そうしている間に、チップボイラーの普及に 10年以上

前から共に取り組んできた東京のボイラーメーカーの社

図 _1　 避難所からの救援バスの中で手帳に描
いた給湯支援の構想のスケッチ
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方々が提供してくださいました。

　課題は、避難所等に設置する浴槽や水を貯める水槽で

した。焚き火・ボイラーかまどの営業や配送のため被災

地を巡る間に、水揚げした水産物を入れる「生
いけ す

簀箱」と

いわれる容量 1千リットルのプラスチック製の頑丈な箱

が、被災地にたくさん流れ着いているのが見られました。

割れたり、欠けたりしているものがほとんどでしたが、

ブルーシートで覆えば、その高さといい広さといい、4～

5人が一度に入浴できる浴槽になると考えました。3月の

下旬には、リースしていたクレーン付き 4トン車をフル

に使い、山から丸太を集材する要領で、瓦礫の中を走り

回り生簀箱を集めました。この時にも、かつて業務上必

要と取得させてもらった「小型移動式クレーン」と「玉

掛け技能」の資格が役立ちました。また、森林利用分野

の調査研究で行なった簡易架線集材の経験も活かすこと

ができました。

瓦礫廃材を燃料とした薪風呂の提供
　3月 31日には、移動式薪ボイラー車 1台が完成し、東

京のメーカーや県内自治体から提供、貸与された浴室や

更衣室用のテントや機材も揃い、何とか 4月 1日から大

槌町吉
き り き り

里吉里小学校にあった避難所で風呂の給湯支援を

始めることが出来ました。1台目の薪ボイラー車は、浴槽

に湯を張るだけの機能でしたが、2台目の移動式薪ボイ

ラー車には、シャワーを出せる仕組みを加えて、この 2

台の薪ボイラー車がセットで銭湯並のサービスが出来る

体制が出来ました。職場の林務課職員全員で給水、瓦礫

廃材集め、薪づくり、湯沸かし、湯張り、掃除などをし

ながら、「お風呂のサービスはいかがですか？」と御用伺

いをして避難所を回りました。

　結果的には、吉
き り き り

里吉里地区で当時 2,300 人の被災者の

方々が風呂に入れない状況にあったことと、他の地区か

らは風呂支援の要請がなかったことから、吉
き り き り

里吉里地区

内での瓦礫廃材薪による風呂支援が 8月上旬まで続きま

した（写真 _2）。

「復活の薪」プロジェクトの展開
　避難所生活の経験から、被災者自らも活動・貢献出来

る場を提供することが課題と考えていましたが、5月から

は、避難所の方々も風呂掃除や瓦礫廃材集めなどを担当

して協働する理想的な体制となりました。釘抜きや薪割

りなどは、関西を中心に全国からの多くのボランティア

長さんから、「新たに薪ボイラーを作ったのでそれを被災

地に送りたい」との申し出を受けました。3月 17日に提

案したメールを見て、急ぎ社内検討してくださったので

した。また、土佐の森・救援隊からの紹介により、メー

ルで薪に関する情報交換させていただいていた新潟県の

企業の専務さんからは、「ガス化燃焼薪ボイラーを遠野に

お持ちします」とのお申し出があり、燃料の入手が困難

な中、20日には専務さん自ら 4トン車で遠野市まで届け

てくださいました。

「移動式薪ボイラー車」の試作と設置
　「移動式薪ボイラー車」の発想は、新潟の企業からのご

提案でした。避難所等で風呂桶と水を用意しておいても

らい、瓦礫廃材薪を使って現地で 2～ 3千リットルのお

湯を数時間で沸かし、1日に数箇所の避難所を巡りながら

風呂のお湯を供給する、というものです。

　提供された薪ボイラーの出力は、100 kWと 75 kWで

したから、沸かす水の温度や気温にもよりますが、例えば、

1 基のボイラーがフル稼動すれば 2 千リットルの水を

30℃昇温するのに大体 1時間あればよいと計算できます。

　しかし、トラックに薪ボイラーとタンク、ポンプ、発

電機などを積んで湯を配送して歩くなど、誰にも経験が

ありませんし、知る限り文献や資料もありません。その

時に力を貸してくださったのが、研究会の仲間の皆さん

や地元の企業の方々でした。

　トラックのリース代は、研究会が加盟する全国ネット

の一つである「つながり・ぬくもりプロジェクト」と県

建設業協会が支援してくださることに、また配管やポン

プ、タンクなどは、これまでチップボイラーの普及や研

究開発に共同で取り組んできた県内の企業や関係者の

写真 _1　 大槌町臼沢地区の避難所に納めた「焚き火ボ
イラーかまど」
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ぐるみの自伐林業方式による森林経営」すなわち「復活

の森」の実現に向けた取り組みが始まっています（写真
_3）。

おわりに
　全国の皆様のご支援に支えられてきた「給湯支援」に

続く「復活の薪」、さらには「復活の森づくり」につなが

るプロジェクトはまだ始まったばかりです。私が歩んで

きた森の道が、この震災をきっかけに皆様のご指導と友

情に支えられたものであったことを思い起こすとともに、

「森の道の先」に見えたものは決して易きものではありま

せんが、多くの方々に支えられながら拓かれる明るいも

の、と強く感じています。

　森の道（林学）に迷い込んで 35年、岩手県に職を得て

移り住み 30年となる私は、この半年間、津波被災地の支

援に微力ながら当ってきました。これまでの 35年間の森

の道の歩みの全てが、この半年間の活動に集約された、

いや、津波被災地救援のためにあった 35年間の森の道で

あったとも感じています。

参　考　文　献

深澤　光著（2003）薪のある暮らし方．創森社．　

岩手・木質バイオマス研究会監修（2011）　薪ストーブ

で暮らす．河北新報出版センター．

ふくしま薪ネットホームページ：

http://homepage2.nifty.com/masatoshi/f_makinet/

osirase/2303fukazawa.htm

吉里吉里国復活の薪ホームページ：

http://kirikirikoku..main.jp

の方々が継続していらして支えてくださいました。

　吉
き り き り

里吉里避難所の薪風呂は「河童薪風呂」の愛称が付

けられました。1日 10トンに及ぶ風呂を沸かすための水

は、始めは自衛隊が、その後は神戸市水道局が給水して

くださいました。10トンの水を沸かすために必要な瓦礫

廃材薪は 100～ 150 ㎏（400 ～ 600 kWh相当）ですが、

ボランティアの方々のご支援もあって、薪はどんどん貯

まっていきました。西宮市からいらしていたボランティ

アの方の「この薪、売れまへんやろか？」との提案がきっ

かけとなり、焚き着けとして利用できるリサイクルのク

ラフト紙製の米袋に入れた 10㎏の薪を「復活の薪」と名

付けて 1袋 500 円で全国に売り出し、収益を被災者の生

活再建資金の一部に充てることになりました。針葉樹の

瓦礫廃材の薪がどれほど売れるか不安はありましたが、6

月上旬に発売開始した「復活の薪」は、全国の皆様から

これまでに 5千袋もの受注をいただき、吉
き り き り

里吉里地区被

災者の方々の大きな励みとなっています。

「復活の森」づくりを通じた雇用の創出
　津波被災地における瓦礫廃材はせいぜい 1年間位しか

手に入らないと見込まれたことから、その先は「復活の薪」

づくりに森の間伐材を活用し、薪以外にも丸太素材の生

産・販売をしていくことを考えました。被災者の中でも

先祖が残した人工林の間伐や放置された薪炭林の更新利

用を進め、豊かな海の復活につなげようとする機運が高

まり、5月には土佐の森・救援隊など全国の関係者のご支

援により、地域の森林資源を活用した雇用創出の中心と

なるNPO法人吉
き り き り

里吉里国を設立することになりました。

　6月の末からは、チェーンソーの取り扱いや伐木、集材、

作業道づくりなどの現場技術に関する研修会も「吉
き り き り

里吉里

国林業大学校講座」として月に 2～ 3日間開かれ、「集落

写真 _2　 大槌町吉里吉里地区避難所に揃った 2台の移
動式薪ボイラー車と薪風呂 写真 _3　 土佐の森方式軽架線による「吉里吉里国林業

大学校講座」における間伐材搬出研修
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　近年、森のようちえんの活動が日本各地で行われるよ

うになりました。北欧で発祥した森のようちえんは、現

在ヨーロッパ各地に広がり日本や韓国にも広がりつつあ

ります。森のようちえんという言葉は聞いたことがある

にしても、一般の方にはそれがいったいどんなものなの

か、中々イメージを持ちづらいかもしれません。現在、

私は、2008 年に発足した森のようちえん全国ネットワー

クの代表職の立場で、森のようちえんの普及活動と正し

い理解を得られるよう各地での講演・広報活動を行って

います。私自身は 1983 年、今から 30年ほど前に、自然

体験型の幼児教育を目指して、長野県の飯綱高原に子ど

もの森幼児教室を開設し活動してきました。その当時は

日本ではまだ「森のようちえん」という言葉がありませ

んでしたので「お山のようちえん」といった言い方をし

ていました。ここでは、近年全国各地で行われている森

のようちえんの様子や私が行ってきた活動から、私が考

えております森林を活動場所とした子どもたちの教育、

特に幼児期の子どもたちの教育について書かせていただ

きます。

　まず始めに森のようちえんが生まれてくる社会的な背

景について、触れさせていただく必要があります。3歳か

ら5歳までの就学前の3年間は、ほとんどの幼児が幼稚園・

保育園に通っています。一部には育児サークルや自主保

育といった母親たちによる活動に参加し、その時期を過

ごす子ども達もいます。そして更に、様々な習い事や幼

児向けの学習塾やスポーツ教室に通う子ども達も増えて

います。就学前教育として、様々な指導を受けているの

が今日の幼児の姿と言えます。また日常生活の中では便

利で快適な生活環境が整い、都市部に限らず自然豊かな

地方や農村部でも、幼児が自然の中でのびのびと遊んで

いる様子を見ることは少なくなりました。子ども達はお

のずと大人の管理下で多くの時間を過ごし、計画された

プログラムをこなす受動的な立場に置かれる傾向の中に

いることになります。そしてテレビを始め各種メディア

機器・ゲーム機を前に過ごす時間も増え、体を使って遊

ぶこと、子ども同士が関わり遊ぶ機会が減っています。

自然からも離れた生活が当たり前のこうした状況が、幼

児期の子どもの成長にとって望ましいことか疑問を抱く

人たちが、近年多くなったと私は考えています。そして

そうした人たちの気持ちと重なるようにして、森のよう

ちえんの活動が急速に広がって来たのではないかと思っ

ております。

　それでは、森のようちえんではどんなことが行われて

いるのでしょう。まずは自然の中に子ども達を連れ出し

ています。自然の中で過ごす機会を増やし、子ども達が

自然とたくさん繋がりをもてるようにしています。どん

な繋がりかと申しますと、自然の中にあるものを自分で

見つけること、例えば草花や昆虫、木の葉や木の実、鳥

や小動物、気候の様子雨や風、雪や氷、暑さ寒さ等など

自然の中で子ども達が気づき、見つけられることはたく

さんあります。幼い子どもたちにとって自然の中は不思

議に満ちあふれています。散歩に出かけたり、野原や森

の中で過ごせばそうした機会を与えることが出来ます。

そして自然の中での遊びを見つけ出し、それを行うのは

子ども自身です。森の中や野原などあまり人工的で無い

自由な空間の中で、ゆったりした時間を過ごさせます。

玩具などはほとんど無く、子ども達が使えるいくぶんの

道具、例えばバケツやシャベルなどが用意されている場

子どもたちの教育のための森林
内田　幸一（うちだ　こういち、森のようちえん全国ネットワーク）

写真 _1　ドイツの森のようちえん
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合もあります。遊びは子どもたちの発想により自由に行

われます。危険が伴う行為やケンカ、程度にもよります

が子どもたちにその解決の道筋をまかせます。状況によ

り時には保育者の介入が適切に判断され行われます。

　子どもたちが過ごす環境は様々です。適当な移動手段

があれば、子どもたちは様々な場所へ出かけることが出

来ます。一年を通じて森や川、山や野原、湖や海岸に出

かけます。いろいろなところへ出かけることは子ども達

にとってはとても楽しいことですし、多様な環境は子ど

もたちの発見の機会を増やします。そして子どもたちは

冒険心を様々に発揮し、木登りや倒木渡り、急斜面を登っ

たり飛び降りたり、ツルやツタにぶら下がってみたり、

川の流れに手足を入れたりといろいろなことを試みます。

怖さを感じて躊躇してチャレンジすることをやめたり、

試みたりは子どもの裁量にまかされます。やがては自分

のチャレンジを達成しようとします。そして自然の秩序

や摂理が子どもたちに様々な影響を与えます。自然現象

を人間がコントロールすることは出来ません。寒さ暑さ、

天候の良し悪しは野外で活動する際に直接的に私たちに

影響します。暑さ寒さは衣服を調整して対応できます。

天候の悪い時は野外での行動を中止したり雨に対応する

身支度をして外に出ます。自然を相手にした活動の中で

は、子どもたちは自分の状態を変化させることで対応出

来ることを理解します。衣服や体が汚れたりすることも

活動の中では当たり前のこととなり、体をきれいにした

り、衣服を着替えることも不自由なく上手にこなすよう

になります。その他にも自分に関わる様々な状況を柔軟

に受け入れる傾向を見せます。

　森のようちえんの子どもたちは野山を散策する機会が

多く、歩くことにも慣れます。道々で遊びをおりまぜな

がらの散歩は歩くこと自体を楽しいものと感じさせてく

れます。ゆったりした余裕をもたせた散策では、時間が

ゆっくり流れているといった感覚をおぼえます。道々で

出合う様々な自然の様子に落ち着いた気持ちで向き合う

ことで、五感は鋭敏さを増し磨かれます。

　私たちは現代技術の恩恵を受けて便利で快適な生活を

得ています。そうした生活はますます自然から離れる傾

向があります。子どもたちも生まれた時からそうした環

境の中で暮らしています。幼い時から自然の中へ子ども

たちを出すことで、人工的な環境と自然環境との間にで

きる違和感を少なくすることができます。人工的な環境

に慣れた子どもたちが、自然の中のいろいろなことに強

い違和感を感じる前に、森のようちえんでは自然に親し

みを感じられる機会を持たせようとしているのです。

　幼児期の子どもたちは就学前であり、自然の中に出る

機会を得やすい時間をたくさん持っています。まだ教科

学習による系統的な教育を受ける前の段階にいます。感

覚的・経験的な体験を通じて学ぶことに適した時期です。

森のようちえんの活動が自然の中での感覚的・経験的活

動が多いのは、幼児の成長の道筋を見据えた上での、効

果的な体験学習が期待出来ると考えているためです。

　子どもたちは森の中で自分の興味の向いたものと繋

がっていきます。形や色その質感、臭いを、五感をたよ

りに受けとめます。時には想像をめぐらし、自分なりの

空想をいだいたり、解釈を試みます。子ども自身の中か

ら生まれる興味関心が、次の行動のきっかけをつくって

います。このことはごく自然に起こり自覚はされません

が、興味をもった事に関わることを繰り返し、やがては

集中力や向上性、積極性などを獲得していきます。その

他にも、森のようちえんでは、自然の中で過ごしたこと

写真 _2　森の中で様々なものを発見する子どもたち 写真 _3　様々な自然環境へでかける森のようちえん
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は適していません。具体的には、一つのグループは 20人

以下が多いようです。定まった人数を挙げて、それが適

正な人数と言うことは出来ませんが、子どもたち一人ひ

とりの様子を保育者が十分に把握できるためにも、おの

ずと人数は決まってしまいます。森の中で子どもたちが

自由に動き回ることも多いので、そうした自由さを確保

した上での安全性の観点からも人数は決まるでしょう。

森のようちえんは少人数ですが、複数の保育者が一つの

グループを見ます。最低 3名は緊急時の対応を考えれば

必要ですので、一般の幼稚園・保育園より保育者の人数

は多くなります。

　森のようちえんは年齢に幅をもたせています。一般的

に縦割り集団と言われています。3～ 5歳といった年齢

幅の子どもたちが混ざった状態で一つのグループを構成

しています。年齢の違いは子ども同士の間で様々な影響

を生みます。大きな子の様子を見て小さな子がそれをま

ねることが起こったり、年齢が進むことは成長の姿とし

てどのような行動や態度と繋がっているか子どもたちが

気づく機会も増えます。異年齢のグループの作り方は 2

歳幅であったり 3歳幅であったりといろいろですが、こ

の年齢幅をもたせたグループの構成も森のようちえんの

特徴の一つです。そして森のようちえんでは、子どもた

ちが実際に行うことがたくさんあります。子どもたちが

様々な体験の機会を持てるようにしています。この時、

年齢差による制限はできるだけしないようにします。調

理や大工仕事、畑での野菜作りや田植えや稲刈り、お泊

まり会や野外でのキャンプ、登山、雪遊び、スキーなど

幼児期の体験としては重い内容のものが入る傾向があり

ます。そして、調理で包丁を使ったり、鎌を使っての稲

刈りや大工道具として鋸など、敬遠しがちな刃物もよく

使われます。

　また子どもたちは、自然の中で得られた物を使って工

作や料理などする機会を持ちます。例えば枝や木の実・

ツルなどを使った自然物の工作、山菜や茸を使った調理

などを行います。そのことで、それらの物は自然の中に

ただ存在している物から、自分たちが有効に利用出来る

ものに変わります。このことは、自然物に対する見方を

大きく変えます。人の手によって自然物を変化させ、自

分の都合に合った使い道があることに気づきます。幼児

にとってこの気づきは、自然と人との関係を発展させる

重要な出発点と言えます。更に森の中や自然から得られ

るものは、物質的なものばかりではありません。幼児に

による様々な成長の様子を見ることが出来ます。森の中

の傾斜地を動き回り、登ったり降りたりする中で柔軟で

機敏な身のこなしを体得します。体力もあって動くこと

をおっくうがることも無く、疲れを訴えることもありま

せん。森の中での遊びは必然的に体を良く動かす遊びで

すし、子ども同士が良く関わる遊びです。鬼ごっこ、追

いかけっこ、何々ごっこなど、人との関わり無しには出

来ない遊びです。日常的な自然の中での遊びは、体を器

用に使いこなすことと、子ども同士の関係が充実します。

子どもたちは森のようちえんの活動を通じて、成長に繋

がる重要な事柄を自然に得ていると言えます。森のよう

ちえんが、森や自然の中へ子ども達を積極的に出してい

る理由がお分かり頂けたでしょうか。

　その他にも、森のようちえんで大切にされていること

がいくつかあります。まず、森のようちえんは少人数です。

森のようちえんの活動は、あまり大きな集団で行うのに

写真 _5　蝉の羽化の様子に見入る子ども

写真 _4　散歩の途中倒木渡りをする子ども
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それもバランス良く身につけることが出来るためです。

森や自然の中ではその子自身の興味や動機により行動が

起きやすいこと、発見の機会がそうした行動を後押しす

ると同時に発見自体が自然理解へ繋がること、機敏で身

のこなしの良い体と体力を得られること、人間関係を充

実させる様々な遊びや子ども同士の関係が豊富に生まれ

ること、創造的で空想に満ちた発想を森や自然が与えて

くれること、人間の営みとしての素朴な技術や受け継が

れる文化や風習とも繋がりやすいなど、これらは幼児期

に子どもが獲得したい最も重要な内容かと思います。

　最後に森や自然を活用した森のようちえんが成立する

ためには、子どもたちの教育のための森林として、幼い

子どもたちでも足を踏み入れることが出来る一定程度整

備された森林がなければなりません。子どもたちが森林

に入ることにより、自然環境へのインパクトを与えるこ

とになります。環境保護を目的にノンインパクトを求め

られる自然公園内では、森のようちえんは行いづらいと

ころがあります。森のようちえんとしての活動ができる

理想的な森林を、森のようちえんへの理解を進めると同

時に確保していきたいと願っております。

とって森の中は、空想めぐらす世界でもあります。妖精

や天狗、お化けや怪物などがいる場所にもなります。そ

こでは、それぞれに様々な営みがあり、動物の家族や昆

虫がまるで人間の世界のように暮らしている様に思えた

り、妖精や怪物が事件を巻き起こしていると思えたりす

る世界となります。そうした森の中のメルヘンを、子ど

もたちと共にお話しつくりや劇遊びに発展させることが

出来ます。こうした自然を背景にした表現活動は、幼児

期の独創性や豊かな創造の土台となり、子どもたちの感

性とうまく合った表現活動となります。ここでも森は単

なる森ではなく、創造性や空想の世界を生む根源的な存

在になっています。こうした表現活動を通じて、森との

繋がりを子どもたちは深めることでしょう。

　森のようちえんの視点から、子どもたちの教育のため

の森林というテーマについて書かせて頂きました。森の

ようちえんは幼児を対象にした活動ですから、森や自然

に対する向き合い方からすれば、自然科学的な内容の学

習からは遠く離れた位置にあります。森の生態や動植物

について正確な知識を理解することには、その目的が置

かれていないという言い方も出来るかもしれません。森

や自然が幼児にとって身近なもので居心地の良い場所で

あり、子ども自身が自分の発想で関わることの出来る環

境になるように森のようちえんでは活動していると言え

ます。森や自然から何を感じ、何を持ち帰って来るのかは、

子どもにまかされています。保育者は様々な活動を通じ

て子どもたちの体験の機会を提供はしていますが、それ

は大人の意図することに多く従った、子どもが受け身の

立場に慣らされ過ぎることの無い様に、状況をみながら

行われています。

　森や自然はそれ自体に、教育的な内容を豊かに持って

いると私は思っています。そうした環境に入るだけで、

子どもたちに様々な変化が起きます。子ども自身が自ら

学習していく自習的な能力とうまく噛み合って、このこ

とはほぼ自動的に起きます。森のようちえんが日常的に

子どもたちを森に連れて行く理由は、そうした自然の教

育力と子どもの自習的能力により、幼児期に必要となる

多くの事柄を自然に身につけることが出来るからです。

写真 _6　遊びを通じて様々な関わりがうまれる
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中央経路
　昔話になりますが、三十年以上も前、就職したばかり

の私はある営林局の計画課に配属されました。バブルよ

りはまだ随分前のこと、国有林は既に大きく傾き始めて

いましたが、拡大造林期の体制はまだ引き続いていて、

伐採、造林共に膨大な事業量を抱えていた頃です。「編成」

と呼ばれた森林施業計画担当の仕事は、とにかく歩くこ

とでした。年間六週間から八週間、担当する営林署の寮に、

森林の原簿である調査簿や算盤などの仕事道具一式を詰

め込んだ柳行李を運び込んで陣取り、毎朝 7時に出発し

夕方 6時過ぎに戻ってくるまで、ひたすら山を歩かされ

ました。人
じんてんず

天図（図 _1）と呼ばれた人工林、天然林別の

林分状況を色鉛筆で塗り分けた図面を頼りに、歩いては

山を見、調査簿や基本図と照合して現況に違いがあれば

修正する。前計画期間の伐採・造林箇所と次期計画での

伐採予定箇所すべての確認と検分が、出張中の最も重要

な作業でした。

　しかし、仕事の意義や流れがよく分かっていない新人

には、山歩きそのものは新鮮であったものの、決して面

白い仕事ではありませんでした。夕方、帰り道の長い林

道を軽四の助手席に座っていると、つい眠くなります。

すると運転席の先輩から、暗くなるまでは常に人天図を

見て、車窓から沿道の林小班の林況を確認しながら帰る

ものであると、叱られたことを思い出します。もともと

惰情な私は、仕事で山を歩くのはそれほど好きではあり

ません。しかし、その頃の「編成職員」の、山を見ること、

そのために歩くことへの職業意識を思い出す度に、今で

も感銘を覚えるのです。

　木曽谷では、広大な国有林に、御料林時代に開設され

た中央経路（あるいは「径路」であったかも知れない）

という高規格歩道が張り巡らされていました。小さな荷

車ぐらいは通れそうな水平道が、一定の標高差で何本も

並行して、営林署や町村の境界を超えて延びているので

す。これがあるので、急峻な木曽の山も最初のしばらく

の間、苦しい縦登りを我慢して中央経路に出れば、後は

快適に歩いてまわることができました。このような歩道

の整備、そのための投資は、歩くことが森林管理の前提

と考えられていたからこそ行われたのでしょう。歩道が

なければ人の足も遠のき、森林の管理もおろそかになり

ます。

　今のように林道や自動車の無い時代には、そもそも森

林を見るためには歩かなければなりませんでした。明治・

大正・昭和初期までの林業技術者は、全国の、そして植

民地の森林を見るために、長い旅の日々を送りましたが、

そのかなりは徒歩によるものでした。田中壌（大日本植

物帯調査報告 1885）や本多静六（日本森林植物帯論 

1912）が、日本列島全体の森林帯を認識し整理するため

に、どれほど山道を歩いたことでしょう。

　しかし、現在では交通の整備により、森林を見るため

に山道を歩く時間はごく限られたものになりました。そ

もそも航空写真や衛星写真により、山に行かなくとも森

林の構造や木材資源量まで読み取ることも可能な時代で

す。やはり、営林局の計画課で「編成」に従事して歩い

ていた頃のことですが、他課の課長に、早晩、君たちの

歩くことが森林管理の基礎体力を
培ってきた

大住　克博（おおすみ　かつひろ、森林総合研究所関西支所）

図 _1　人天図
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仕事は不要になると皮肉られたことを思い出します。そ

の時はその意味がよく飲み込めませんでしたが、後年、

その予言があたっていることを知ることになりました。

　もはや、森林管理にとって、歩くということの役割は

終わったのでしょうか。いや、そうではない、森林を歩く、

そして見るということには、森林管理の上でまだ重要な

意義があると、私は思うのです。

歩くことの可能性
　森林を管理する上で歩くことが持つ意義を、少し考え

てみましょう。歩くことは、より実行しやすいような森

林管理を組み立て、それを実践していくための基礎であ

ると思います。なぜならば、最近は森林管理も車輌と車

道に大きく頼るようになりましたが、現場における管理

作業の実施は優れて身体的なものであり、まだ歩くこと

が大きな位置を占めているからです。

　一般的に森林資源の管理方針は、森林計画という手法

により、経営者や行政担当者が、集められた資料や情報

をもとに判断しながら組み立てていきます。しかし、そ

れを現場におろして実践する時には、実際に担当する技

術者の現地での受けとめや判断も、重要な役割を果たす

でしょう。車を停めて林道の脇から眺めた谷の深さ、尾

根の高さ、斜面の急峻さや地形のまとまり、さらには林

床を覆うササの深さといったことから受ける印象‐それ

らは決して客観的な地理情報のようなものではなく、極

めて主観的なものですが‐、そして担当者がそれらの印

象から思い描く森林の配置などが、森林管理に対して強

い影響力を持つはずです。あの現場は歩いて 40分以上か

かるからとか、あそこを入れると工程が落ちるからと、

常に担当者は考えるものなのです。

　拡大造林の盛んな時代に、多くの不成績造林地が発生

しましたが、その発生場所の立地を解析すれば、一般的

には奥山で標高が高いといった条件が、要因として選び

出されてきます。その場合、そのような立地では環境が

厳しく、植栽木がうまく育たなかったというのが基本的

な解釈ですが、それだけではなく、そのような場所まで

歩いて行って管理することの大変さ、面倒さといった、

身体的、心理的な影響も、ある程度効いていたのではな

いかと思います。

　歩くことはまた、森林についての我々の視点を豊かに

し、理解を深めるのに役立ってきたと思います。歩きな

がら目的地に至る途上で、我々は目的とする森林だけで

なく、その森林をとりまく様々な情報をも得ることがで

きます。歩く速度の緩やかさは、様々なことを観察し理

解するための時間を与えてくれます。山の入り口では、

閉まった雨戸や休耕田の多さを目にすることで、その森

林が所在する地域社会の様子を窺い知ることができるで

しょう。歩くにつれ、道脇に入れ替わりたち現われる森

林の様子も目に入ってきます。急斜面などに残る老齢な

天然生林の断片には、昔の植生の名残を見ることができ

るでしょう。同じ人工林でも、林齢や地形、さらには所

有境界により様々に変化する様子も興味深いものです。

　歩きながら森林を見るということと、例えば電子化さ

れた映像情報や数値情報などで、森林の様子を見て知る

こととの間には、大きな違いがあります。そのような電

子化された情報は、ランダムアクセス可能なシステムに

より、あらかじめ選択されて提供されますが、歩きつつ

見る場合には、様々な情報は見る者の選択を受けること

なく、包括的、連続的に提供されます。包括的に見ると

いうことは、資源生産の場として、生態系として、環境

として、地域の中で多様な役割を持つ存在である森林の

全体像を知るために重要です。また、対象とする森林を、

その周囲の環境や異なった林齢や生育段階の森林との連

続の中に位置づけて見ることは、超永年作物である森林

の理解に有効でしょう。

歩かない時代の森林管理
　さて、この特集のテーマは「森を歩く」ですが、ここ

図 _2　 近代以前の整備された径路　　　　　　　　
近畿地方には、「ゆり道」などと呼ばれる、伐
り通しや築堤によって緩やかに整備された歩
道が多く見られる。薪炭などの林産物搬出の
ための手押し車も通行した。何時ごろ、誰が
整備したものであろうか。
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析よりも、仮定や仮説に立脚した議論に重きが置かれる

ことになります。一方で、歩くことで代表される現実へ

のすりあわせは、ややもすると不十分になりがちです。

その中で、実際には多様な存在である森林の取扱いを、

少数の成功事例に基づいて議論し、妥当ではない結論を

導くというようなことが起きていないでしょうか。場合

によっては、非科学的な議論がはばをきかせてしまう恐

れもあり得ると思います。

　例えば、最近また天然下種更新への期待が高まってい

ますが、果たして実際を踏まえた議論になっているのか

どうか、気になるところです。天然下種更新については、

20世紀の 100年間に、様々な樹種について様々な地域で

多くの試みがなされました。その結論を、やや乱暴かも

しれませんが簡単にまとめれば、既に前生稚樹が生えて

いる場合はそれを生かせば良いが、生えていないところ

に伐採を入れて目的とする高木種を生やそうとすれば、

それはなかなかに難しい（杉田ほか 2009; 森澤ほか 

2011）。頑張ればできないわけではないが、多くの場合、

多大な労力を要する。したがって、植えたほうが確実だ

しコストも安い（小澤 1970; 正木 2007 など）といった

ところでしょう。伐採地と残存林の境い目、列状間伐や

群状択伐の跡地などを探せば、母樹の近くに疎開地があ

るといったような天然下種更新施業地に類似した環境は、

山のそこら中にあるはずです。果たしてそういうところ

で、良好な天然更新という現象が一般的に起きているも

のなのかどうか、少し歩いて見てみればわかることでは

ないでしょうか。同様のことは、複層林の技術的可能性

の議論についてもいえると思います。

　現在では林道の整備もあり、行動の上でも歩くことが

少なくなる中で、前述のような、歩くことで得てきた森

林の包括的、連続的な理解は、弱くなっているように思

います。各森林への移動は容易になり、巡視は効率的に

なりましたが、その一方で、対象となる森林をピンポイ

ントで扱い、判断し、対応する傾向が強くなっているよ

うに思います。　

　最近では、地理情報システム（GIS）などの情報処理手

段の整備により、広域かつ長期間にわたる森林情報が扱

いやすくなっています。にもかかわらず、対象とする森

林を、流域といった空間的広がりや、植栽から伐採まで

の施業体系の時間的長さの中に位置づけて理解し、具体

的な管理方法に反映させるといったことは、熱心には行

われていないように思います。特に施業方法などは、い

での「歩く」という意味は、決して歩行という移動手段

にこだわっているわけではなく、むしろ巡礼する、いろ

いろと見て歩くということに近い意味でしょう。ここか

らは、歩くということに、現地で森林を見るという意味

も加えて話を進めたいと思います。

　ノスタルジアかも知れませんが、最近は森林管理の中

で歩くことが衰退しているように感じます。森林の管理

は、対象とする面積が広大で、管理に必要な時間が、し

ばしば人の一生を越える長期に達するという特性を持ち

ます。そのような全体の把握が容易ではない森林管理を

組み立てていくためには、歩き見た情報を積み重ね、整

理して、森林の状況を経験的に理解するという帰納的な

過程と、得られた情報をもとに今後の森林の姿を推測し、

どのような取扱うべきかを観念的に検討するという演繹

的な過程が、共に必要になります。その前半の、帰納的

な過程の力量が、見て歩くことの衰退に伴って落ちてい

るのではないかと思うのです。

　現在、森林管理、特に林業は大きな転機を迎えている

といわれ、今後の方向をめぐる議論が盛んに行われてい

ます。20世紀後半の拡大造林政策や、良質材生産を柱に

組み立ててきた既存の森林管理が立ち行かなくなる中で、

何らかのパラダイムシフトが必要だと考えられているの

です。このような局面では、今までの経験に頼らない新

しい発想が求められるので、いきおい、現状の理解や解

図 _3　 造林予定地の土壌を検分して歩く　　
（吉野林業全書より：国立国会図書館蔵）
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前はさておき、拡大造林後期以降の経験が主体である我々

の世代にとっての森林管理とは、基本的には伐って（あ

るいは植えて）いればよいという、ある意味では鉱業的

なものでした。そしてそれが、生態系としての森林を基

礎においた管理への道筋を模索しているうちに、今度は

生産性、効率性といった工業的な世界に移行してしまっ

たような印象があります。それはあたかも、森林が台帳

上の材積という数値から、コンピューター上の電子情報

に直行してしまったかのようです。しかしその中で、森

林を生き物の集団として見るという姿勢は、結局、疎外

されたままなのではないでしょうか。

　林業に近縁な農業を考えてみましょう。農業者にとっ

ては、葉の色を見て、伸び具合を見て、土を見て、水の

温度を見てというように、作物や農地と対話しながら管

理することは、今でも当たり前です。森林管理も、その

ような姿勢を基本に持つことが必要しょう。そして、そ

のためには、まず歩くことだろうと思うのです。
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まだに個別の森林の現状を切り取って、その林分の中だ

け、その時点だけの視点から問題を検討することに終始

しているように感じます。

　針広混交林化や広葉樹林化は、この十年近く各地で推

進されてきました。それらを見ると、一つの林分にどう

やって広葉樹を混交させるか、あるいは広葉樹を優占さ

せるかということは盛んに検討されていますが、地域の

中で、あるいは流域の中で、どのように広葉樹あるいは

広葉樹林を配置していくかといった周囲との関連に目を

配った議論（鈴木 2007a; 鈴木 2007b）は、あまり見当

たりません。間伐についての議論も同様です。現在では、

高い造林コストをとりあえず回避するために、皆伐を避

け間伐で収入を確保しようという流れの中で、いろいろ

な間伐方法が提案され試みられています。しかし、その

多くは間伐という森林施業体系の中の一作業工程を切り

取り、コストや生産力を評価することにとどまっている

ように感じられます。その間伐の適用が、最終的な伐採

収穫までの施業全体にどのような影響を与えるのか、言

い換えれば、施業全体を見据えた間伐の位置づけという

視点（渡邊 2005; 藤森 2010 など）は、なかなか生まれ

ないようです。

　これら傾向も、どこかで歩き見ることの衰退と呼応し

ているのではと私は感じるのですが、果たしてそれは思

い過ごしでしょうか。

歩くことの復権
　歩くことで、我々は初めて森林を目前のものとするこ

とができます。目前に森林を見て、感じ、考えることで

新たな視点が生まれ、また、ただちに、その新たな視点

から森林を眺めなおすことができます。例えば、台帳の

上では単なる材積 300 m3/ha のヒノキ林でも、林床の伐

り株の様子を見ることで、この林では間伐遅れ気味のと

ころに最近強めの間伐が行われたのであろう、といった

ことに思い到ります。そうすれば次は、では間伐後の成

長はどうだったであろうと林冠を見上げ、枝張りや葉の

繁り具合を眺め始めることでしょう。時には、林内の草々

の種類や茂り具合に目を向けることもあるでしょう。こ

うして、台帳上の数字だった森林は、生命を持った存在

として、認識されるようになります。

　このような、樹木を生き物として、そして森林をその

集団として扱う感覚が、現在の森林管理者には乏しくなっ

てしまっているのではないかと思うことがあります。戦
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　私は、高校時代は名前に木が５つもあるという理由で、
東京都立農林高校林業科＊に入学し、高大連携の授業を
通じて鹿児島大学の寺岡行雄先生と出会い、木質バイオ
マスについて教えていただいた寺岡先生の下で学びたい
と鹿児島大学に入学しました。同大学の森林計画学研究
室にて竹内郁雄先生から指導を頂き、スギの収穫密度管
理図について勉強し、卒業後には国内の森林管理がした
いと思いまして、住友林業フォレストサービス株式会社
（以下、SFS）に就職しました。SFSの同期は、3人（大
卒）で、全員が林学を学んだ人です。
　SFSは約 100 人の従業員数で、私はその中の森林管
理部門で、北海道にあるオホーツク海に面した紋別の山
林事業所で 7人の所員と勤務しています。主な仕事は、
住友林業株式会社が所有している社有林を管理すること
です。全国に社有林は約 42,600ha あり、紋別山林事
業所はその一部である北海道に所有する約 15,600ha
を管理しています。
　社有林管理という仕事は、社有林での収穫作業現場の
進捗状況の管理を行うこと、収穫してきた材の数量を確
認したりすることです。現場においては、北海道 3年
目の私では力量不足で、特に伐倒して材を一番利益が出
るように丸太にしていくことは、知識不足を感じます。
目標は、先輩方の様に、伐倒した材を最も効率よく丸太
にして、工場の要望に応えて製品になった後どのように
使用されるかを考えられる人になることです。現場作業
者の方には、ブル運材路・トラック搬出道の入れ方や、
山土場の位置や数に関して教えてもらいながら現場作業
を進めています。
　現場の収穫作業は、作業員 5～ 6人を基本とした体

森林の中で働きたい！
井上　真理子（いのうえ　まりこ、森林総合研究所多摩森林科学園）

横林　円麿（よこばやし　みつまろ、住友林業フォレストサービス（株））

制で重機を使用した形式が中心になります。現場作業員
の方々は、北海道林業で何十年も働いてきた方々で、知
識と経験は足下に及びませんが、私のような若輩者にも
親切に指導して頂ける優しい方々です。作業に使用する
重機は、グラップル、ブルドーザー、プロセッサーの三
種類が主軸となることが多いのですが、社有林内では
ハーベスターやフォワーダー、社有林外の現場では、キャ
リアダンプ・コンビマシン・フェラバンチャー等を導入
して作業している業者などがあり、それぞれ色々な工夫
を行っています。このような最先端の重機を間近で見ら
れるのは、北海道林業の魅力の１つです。
　収穫作業を行う樹種は、カラマツやトドマツと、ミズ
ナラやシラカバをはじめとする広葉樹に大きく分かれま
す。作業箇所は、持続可能な施業が行えるように、まず
各５年間の大きな指針を住友林業株式会社が作成し、そ
れに沿って SFSがパソコンのデータを使用しながら各
年度の作業地を決定するために調査を行い絞り込んだ候
補地について、収穫量が持続可能になるように住友林業
株式会社と相談しながら決定します。樹種によって施業
方法が違っており、カラマツなら間伐か皆伐か、広葉樹

＊　2007年 3月に閉課程。現在は東京都立青梅総合高等学校。

　近年、若者たちは自然に興味を持ち、地域貢献やりがいを重視してNPO職員を志すことも珍しくなくなってきました。
林業に憧れる人も多いと聞きます。しかし林業は、かつて 3Kといわれ現場です。そうした中で、若者たちはどう仕事
に取り組んでいるのでしょうか？専門高校の卒業生で、森林の中で働く若者に聞いてみました。　　　　　　　（井上）

選木の様子

なら間伐
で残す木
といった
選定を行
います。
多様な樹
種に応じ
た持続的
な森林管
理を習得
す る に
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るものにするという責任があります。また、何十年後の
ために木を残すという責任もあります。非常に林業は責
任がある仕事で、私が一番好きな点です。
　林業の課題としては、低コスト化と後継者不足を感じ
ます。まず、低コスト化は造林コスト、育林コスト、伐
倒コストなどの作業コストが非常に高く、再造林費が足
りないということがあります。社有林では伐採後に全て
植栽を行っていますが、全国的な林業の問題として伐採
後に植栽が行われない造林未済地が発生しているところ
もあります。この原因は、丸太の価格の低迷かもしれま
せんが、それだけでないと感じます。現在、社有林を使
用した低コスト試験を行っています。例として、ブルドー
ザーやパワーショベルのアタッチメントを利用した地拵
の方法での工程調査や、従来に比べて低密度での植栽を
実施しています。このような工夫によって低コスト化が
少しでも進み、造林未済地が減少することへの多少なり
とも力になれればいいと思うのが、今の私の夢です。

（横林）

は、非常に難しさを感じています。
　1日のスケジュールは、午前中に社有林収穫現場にて、
現場の進捗状況や間伐本数、適正な立木を選んで伐倒し
ているか等を確認しながら、山土場に積まれている数量
の点検と、各工場が設定している品質に達している材で
あるかの品質確認も行っています。午後には、事務所に
て伝票などを整理して、山から工場にどれ位材が出たの
か集計し、数量管理を行っています。
　11月～ 3月には、スノーモビルで山林に入り、スキー
板を履いて山を歩いて、伐倒する木を決める作業を行い
ます。樹種の選木方法は、成長不良な木や木の寿命が短
い樹種など、決まったルールをもとに行っています。ま
た、広葉樹の材が山から下りてくるので、グラップルを
操縦し、樹種ごと販売先の工業別に選別する作業をしま
す。基本は一人での作業なので、グラップルの操縦が未
熟で広葉樹の知識も乏しい私は、悪戦苦闘しながら選別
しています。土場で選別した材は、紋別周辺で薪や炭と
して使われたり、住友林業株式会社の住宅内装材に使用
されます。これらの材は、基本的には加工する工場や場
所に直接トラックで丸太を積み込み運送しています。
　北海道に来て 3年目を迎えていますが、北海道は広
大な土地と重機によるダイナミックな作業が魅力です。
就職してからの 3年間は、今まで知らなかった販売部
分について少し知識が増えたかなと思います。また重機
（グラップル）を運転できることは、林業経験年数がま
だ浅い私の数少ない自慢ですが、その他のことはまだま
だ解らないことが多く、現場の方々にも迷惑をかけてい
ます。重機による林業スタイルや広葉樹を相手にする作
業をしっかり身につけたいと思っています。
　林業は、何十年単位で考えます。今、伐倒する木は誰
かが何十年前に植えて残した木であり、その木を価値あ

東京都立農林高等学校林業科 3年生
（2004 年秋、現地見学会でのひとコマ）

　高校を卒業した2005年当時、東京では、林業を志しても働ける現場はほとんどありませんでしたが、今日では、緑の
雇用などで林業の雇用の機会が増えてきています。森林管理の現場では、伐木や森林保育技術の習得に時間がかかるのは
もちろんのこと、今日では林道や施業のプランナー、生態系モニタリング、木材の活用方法や消費者ニーズへの対応も求
められています。また、地域での様々な人たちをとりまとめるコーデイネート力も必要でしょう。森林の多面性について
知識として知っていることと、実際に取り組んでゆくこととは、大違いだと思います。
　これからの森林管理は、多様なニーズを視野に入れなければならず、森林管理の担い手はさながらスーパーフォレスター
が求められるでしょう。でも、一人で気負うことなく、生徒会長やサークルの代表として培った経験を活かして、いろん
な技術や知識を持った人たちと協力し、スーパーフォレスター軍団を築いて森林を支えて下さい。将来は、鹿児島大学の
サークルで実践してきた森林環境教育が、未来のフォレスターの育成に役立つでしょう。
　これから森林・林業の現場に、森林教育の研究者である私も貢献していければと思っています。　　　　　　　（井上）
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1. 　はじめに
　市民と行政がタイアップして森林を管理しようとする
動きが、近年ますます活発になってきています。その典
型的な例が、ボランティアによる里山の保全や植林や間
伐などの市民参加の森づくりといった活動です。林野庁
によると、平成 21（2009）年における森林ボランティ
ア団体数は全国で 2,677 あり、平成 9（1997）年の調
査開始時と比べるとその数は 9.7 倍にも上っています。
このように市民参加による森づくりや、市民と行政との
協働による森林管理は近年増加傾向にありますが、「市
民参加」と「協働」では何が違うのでしょうか。この小
論では、市民のような一般の人々が森林管理に関わるこ
との持つ意味やそのあり方について少し考えてみたいと
思います。

2. 　森林における市民運動の転換
　日本の戦後は、森林の開発とともに歩んできたといっ
ても過言ではありません。産業化社会を歩んだ戦後日本
の経済成長を支えるための重要な資源として、全国各地
で大規模な森林の伐採が行われました。森林開発の手は
大規模林道の建設などによって次第に奥地へと進み、原
生林などの奥地天然林の伐採が各地で進められていった
のです。このような中で、森林開発を防ぐための自然保
護活動が活発化し、森林開発を推し進めようとする行政
や企業と市民が対立するという構図が次第に顕著になっ
ていきました。
　行政主導による森林開発に対して、行政と市民との対
抗関係の大きな転機となったのが、1980 年代に起きた
知床伐採問題と白神山地林道建設問題です（柿沢　
1993）。これらの問題では、奥地天然林の伐採や林道建
設を強行しようとする行政に対して市民が大きく反発
し、世論を揺るがすほどの自然保護運動となりました。
しかしこの問題が契機となって、森林管理における市民
参加が大きくクローズアップされることになったので
す。その結果として、国有林における森林生態系保護地

森林における市民参加と協働を考える
八巻　一成（やまき　かずしげ、森林総合研究所北海道支所）

域の制度化や白神山地の世界自然遺産登録に加えて、森
林計画、自然公園計画におけるパブリック・コメントの
実施など、市民が意見を述べることを通して森林管理に
参加するための制度が整えられました。さらに近年では、
植林活動など市民が森林管理に直接参加する活動も活発
に行われるようになってきたのです。
　森林に対するこのような市民活動は、行政や企業を中
心とする森林開発に対して反対するという形での「反対
運動」を通して、パブリック・コメント制度の導入とい
う成果を勝ち取りました。このことによって、市民参加
における制度上の不備がある程度改善されました。そし
て、市民活動が次に向かったのは、自らも森林管理に積
極的に関わっていこうとする「参加型運動」としての植
林、間伐といった森づくり活動だったと言えます。

3. 　さまざまな市民参加の段階
　森林管理における市民参加には、市民の関わりの深さ
という点からいくつかの違いが見られます。公共政策や
計画の策定における市民参加の発展段階を提示したもの
として、アーンスタインの梯子モデルというものがあり
ます。これをもとに日本の市民参加を整理したものとし
て、「参加の 5段階モデル（原科　2005）」があります。
そこで、森林管理における市民参加の流れを、このモデ
ルをもとに検討してみましょう。参加の 5段階モデル
によると、市民参加のレベルは大きく 5段階に分けら
れます（図 -1）。最下位の「情報提供」および「意見聴取」
は、行政から市民・住民への情報提供、公聴会の開催な
どが該当します。これらは市民・住民へ情報を提供する
のみ、もしくは市民・住民からの意見を聴くのみで、言
わば行政から市民・住民への一方通行の対応にとどまっ
ています。高度経済成長期から知床伐採問題の時期に見
られた市民参加の状況は、このレベルにとどまっており、
市民が施策に対して直接意見を述べるための機会が存在
せず、そのため大規模な反対運動へと発展してしまった
と言えます。
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たいと思います。上述のように、広義には「協働」は「市
民参加」に含まれます。しかし、利害関係者に限定され
た参加の形態を「協働」と定義すると、不特定多数の市
民による参加である「市民参加」とは、その意味するも
のが異なってきます。つまり、レベル①から④までは、
不特定多数の市民の参加を想定したものであるのに対
し、レベル⑤は利害関係者に限定された参加の形態であ
り、両者の意味するものはかなり異なっていると言えま
す。この点で両者は相互補完的であり、直接的な利害関
係者を対象としたレベル⑤の参加の形態に加えて、不特
定多数の市民の参加（レベル①～④）を保障することも
また同時に必要なのです。
　このように、「協働」はそこに参加する者が森林の将
来にも責任を持つという点で、「市民参加」とは異なっ
ています。近年活発になってきている植林活動にも、行
政がイベントとして実施しているような市民が気軽に参
加できる「市民参加」型の活動から、特定の団体や個人
が森林の将来に責任を持ちながら森林管理に当たってい
こうとする「協働」型の活動まで、その幅は多岐にわた
ります。そこには同じ市民でも、森林管理に参加する不
特定多数の市民と、責任を持ちながら森林管理に参加す
る「関係者」としての市民という違いがあります。
　さて、協働による森林管理の現場では、どのように取り
組みが行われているのでしょうか。絶滅危惧種保全をめ
ぐる協働の現場を例として見てみることにしましょう。

4. 　絶滅危惧種保全をめぐる協働の現場から
　アツモリソウの変種とされるレブンアツモリソウは、
世界でも日本の最北端に位置する礼文島のみに咲く固有
種であり、日本版レッドデータブックで絶滅の恐れのあ
る種である絶滅危惧IＢ類に分類されている植物です（写
真 -1）。この植物は、5月下旬から 6月上旬にかけてク
リーム色の可憐な花を咲かせ、海抜０メートルから高山
植物が咲くことで有名なこの島に観光シーズンの到来を
告げます。しかしその可憐な花ゆえに、これまで受難の
歴史を歩んできました。かつては島の至る所でその姿が
見られたと言われていますが、多くの盗掘被害に遭い、
ついには絶滅危惧種になってしまいました。そこで、礼
文町では監視員を配置して盗掘のパトロールを行った
り、残り少なくなった自生地に有刺鉄線を張り保護活動
を図るなどの対策を実施してきました。1994 年には、
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法

　一方、「形だけの応答」、「意味のある応答」の場合は、
市民・住民から出された意見に対する行政側からの返答
が行われます。パブリック・コメントはこのレベルに位
置づけられますが、市民・住民から出された意見が施策
に必ずしも反映されるとは限らず、その対応が、形式だ
けの回答にとどまるのか、施策に対して何らかの反映が
なされるのかは、その時々の状況によってしまい、場合
によっては行政の最終決定に対して市民の激しい反対が
沸き起こることもあり得るのです。
　図中の①～④の参加レベルにおいて責任を持っている
のは行政であり、意思決定を行うのも行政です。このよ
うに、パブリック・コメント制度において最終的な意思
決定権を握っているのは行政であり、政策や計画の策定
プロセスに市民や住民が行政と同等に参加できる制度に
なっているとは言えないのです。そこで、市民参加の最
上位レベルである「パートナーシップ（協働）」が、到
達すべき市民参加のレベルとして要求されてきます。こ
の「協働」が意味するところは、行政や市民・住民など
が「対等な立場で意思決定し行動する」ことです。ただ
しここで注意を要するのは、レベル⑤の参加においては、
住民に権利と責任の双方が生じることになるため、すべ
ての住民が関与できるわけではない点です。参加する権
利を持つのは、意思決定に伴って自らの利害に大きな影
響が及ぶ「利害関係者」に限られます。これまで市民・
住民などとあいまいな表現をしてきましたが、市民参加
における「市民」と、「協働」に参加すべき関係者の範
囲は、この点でかなり異なってくると言えます。
　そこで次に、「市民参加」と「協働」の違いについて
もう少し検討を行い、「協働」の意義をさらに明確にし

図 _1　 市民参加の 5段階　　　　　　　　　　　　　　
図において、①～③は「形式だけの参加、」④は「意
味ある応答」、⑤は「市民権力としての参加」とい
う市民参加のレベルにある。
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価とは言えませんでした。では、レブンアツモリソウ保
全のための協働の現場では何が起きているのでしょう
か。以上の結果を踏まえて考えてみたいと思います。

5. 　協働に求められるもの
　関係者への聞き取り調査から、レブンアツモリソウ保
全活動における組織間の協力体制は比較的良い評価を得
ていました。これは、関係者間の協働がかなりうまくいっ
ているからではないかと考えられます。協働を成立させ
るための重要な要素として近年大きな関心が寄せられて
いるのが、ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）で
す（稲葉　2005；宮川・大守　2005）。ソーシャル・キャ
ピタルは「個人間のつながり、すなわち社会的ネットワー
ク、およびそこから生じる互酬性と信頼性の規範」（パッ
トナム　2006）と定義されており、人的なつながりと
しての社会ネットワークを基盤として生み出される信頼
や相互扶助、ルール遵守の意識、規範といったものを指
します。人と人との間に存在する見えない力ですが、そ
の存在によって個人や組織間の協力関係が促進されると
言われています。
　ソーシャル・キャピタルには大きく分けて、関係者間
の結束を強める働きを持つ結束型のソーシャル・キャピ
タルと、外部と結びつける働きを持つ橋渡し型のソー
シャル・キャピタルの 2つがあります（図 -3）。結束型
のソーシャル・キャピタルはグループ内に強固な協力関
係を築き、一致団結して取り組みを前進させる力を生み
出します。一方、橋渡し型のソーシャル・キャピタルは、
グループの外とのつながりを作りだし、外部との連携、
協力関係を作り出す際に役立ちます。このように 2つ
の異なるタイプのソーシャル・キャピタルの存在が、協
働による取り組みを進める際には重要になってきます。

律（種の保存法）」が制定され、絶滅の危機に瀕した動
植物の保護に国が乗り出し、レブンアツモリソウもこの
法律の指定対象種として、国も入っての保護活動が開始
されたのです。
　レブンアツモリソウを絶滅から守るための取り組み
は、大きく 2つに分けられます。一つは、自生地の保
全です。現在、礼文島北部を中心にわずかに見られるの
みである自生株を盗掘から守るために、監視、パトロー
ル活動が続けられています。もう一つが、人工培養技術
によって人工的に繁殖させた個体を用いて、個体数の復
元を図る取り組みです。これらの活動は、上記の法律に
もとづいて、様々な関係者の連携、協力により現在進め
られています。
　レブンアツモリソウの保全活動には多くの関係組織、
関係者が関わっており、行政機関や公的組織ばかりでは
なく、地域で自主的に保全活動を進めているNPOやボ
ランティアなどの組織や個人もいます。レブンアツモリ
ソウの保全のための取り組みを効果的に進めていくため
には、これらの関係者間における良好な連携体制の構築
が大きな鍵を握っているのです。
　2007 ～ 2008 年にかけて、筆者はレブンアツモリソ
ウを保全する関係者 38人に対して、保全活動の評価に
関する聞き取り調査を行いました（図 -2）。「保全対策
全体」については、73.7％が十分と評価していました。
個別の項目を見ると、「組織間の協力体制」、「監視やパ
トロール」、「啓蒙活動」では 68％以上が十分と評価し
ており、保全活動の取り組みはかなり良い状況にあると
言えます。一方、「政策の立案体制」について十分と回
答した割合は 42.1％にとどまっており、あまりいい評

写真 _1　レブンアツモリソウ 図 _2　保全活動についての評価
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キャピタルを作るのは手間と時間がかかる一方で、容易
に壊れてしまう脆さも持っているのです。協働は、そこ
に関わる人と人との相互作用から生み出されるソーシャ
ル・キャピタルを基盤として成り立っています。森林自
体のことと同様に、ソーシャル・キャピタルという目に
見えにくい力に対しても十分に配慮していくこともま
た、協働による森林管理を考えていく上では重要と言え
ます。

6. 　おわりに
　森林管理への市民参加とは、森林から離れて都市化し
た現代社会に生きる人々が、森林との関係性を再び紡ぎ
直そうとするための試みなのではないか、と私は考えま
す。それは、森林とのよりよりよい関係性を作り直して
いくために、現代人が自ら森林に関わっていこうとする
行為とも言えるでしょう。そして協働とは、森林により
深く関わっていこうとする人々による、森林とのより密
接な関わり合いのプロセスにほかなりません。同時にそ
れは、森林に関わる者同士がお互いの関係性をどのよう
に構築していくかを試されている場でもあるのです。そ
の将来像を求めて市民参加、協働の森を歩く私の旅は、
まだしばらく終わりそうにありません。

引　用　文　献

稲葉陽二（2005）ソーシャル・キャピタル－「信頼の絆」

で解く現代経済・社会の諸課題 . 生産性出版

柿沢宏昭（1993）森林管理をめぐる市民参加と合意形成̶

日本とアメリカの現状から．森林計画学会誌 21：

77-95

宮川公男・大守　隆（2005）ソーシャル・キャピタル̶

現代経済社会のガバナンスの基礎．東洋経済新報社

パットナム、ロバート・D（柴内康文訳）（2006）孤独な

ボウリング̶米国コミュニティの崩壊と再生．柏書

房

原科幸彦（2005）市民参加と合意形成̶都市と環境の計

画づくり．学芸出版社

八巻一成・庄子　康・林　雅秀（2011）自然資源管理の

ガバナンス̶レブンアツモリソウ保全を事例に̶. 林

業経済研究 57(3)：2-11

　レブンアツモリソウ保全の取り組みにおいても、ソー
シャル・キャピタルの重要性が指摘されています（八巻
2011）。幸い、監視員や行政、ボランティアの連携、協
力による監視、パトロール活動によって、盗掘の被害は
大幅に減少しました。それは、監視、パトロール活動に
関わる関係者の間の結束のソーシャル・キャピタルによ
る成果であり、このことが、協力体制や監視・パトロー
ル、啓蒙活動の良好な評価につながったものと言えます。
一方、人工培養技術を用いた個体数の復元にあたっては、
地元の関係者に加えて行政、研究者の間の連携、協力が
不可欠です。今後の対策についての検討が現在進められ
ている最中ですが、組織や立場の垣根を越えた認識の共
有や合意の形成についてはまだまだ今後の課題です。こ
れが、政策立案体制の評価の低さにつながっているもの
と考えられますが、行政、研究者といった立場が異なる
関係者が協働を進めていくためには、互いの立場や認識
の違いを超えて理解、協力関係を築いていく必要があり
ます。それは、ある程度の手間や時間がかかるものなの
です。いくら法律や制度を整備したとしても、関係者の
間に共通認識や信頼関係が構築されていなければ、真の
協働は実現しません。同じ組織や立場にいる人々の結束
はもちろんのこと、異なる組織や立場をまたいだ橋渡し
のソーシャル・キャピタルの醸成を図っていくこともま
た、協働には求められます。加えて、リーダーシップも
また重要です。聞き取り調査においても、「誰がリーダー
シップをとっているのか分からない」という意見がたび
たび聞かれました。多様な組織や立場の人々によって進
められる協働においてリーダーシップはどうあるべきか
についても、今後さらに詳しく見ていく必要があります。
　さらに、ソーシャル・キャピタルの維持という点につ
いても注意しておかなければなりません。現場担当者の
頻繁な人事異動は、それまで築いてきた関係性を一瞬に
して失わせてしまいます。そして、新たに着任した担当
者が関係者との信頼関係を改めて築き上げるには、一か
らの関係構築を行わなければなりません。ソーシャル・

図 _3　2つのソーシャル・キャピタル
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はじめに
　私は、日本の環境問題と日本人の自然観に適した環境
倫理学を模索し、風土を原理とする共生型環境倫理を提
唱してきた（亀山　2005）。さらに、地域崩壊と“人間
危機”の深刻化の中で風土が地域再生に重要な意義をも
ち（亀山　2009）、風土の核心をなす里山の保全と、市
民参加型の森との関わりを含む広義の〈農〉の復権を提
唱している（亀山他　2011）。
　本稿では、これを踏まえつつ、倫理学が森林の保全と
社会・文化の関わりをどう見るか、について若干述べて
みたい。

1．　環境倫理と保護すべき自然の文化的社会的価値
　環境倫理学は、社会と諸個人が自然環境にどう関わる
べきかを軸に、その基礎となる自然観、現代社会・文明
と自然との本質的関係、自然の開発／保全に関わる原則
（倫理規範）などの解明を課題とする。
　これが日本に登場したのは、1980 年代欧米環境倫理
学の導入によってであった（加藤　1991）。それは一方
で、温暖化問題などグローバルな環境危機の深まりの中
で、森林の乱開発批判の論理として注目された。しかし
他方では、欧米直輸入型の環境倫理は、自然（＝原生自
然wilderness ＝非文化）観をはじめ、人間中心主義か
自然中心主義かの二項対立図式が、日本の実情や文化に
そぐわないと批判された。白神山地をめぐって入山禁止
か否かの対立を生み、反面で二次林・人工林は非自然と
して保護対象から除外されたのが典型的であった。そこ
から、人間と自然の関わりの視点からの環境倫理が探求
され、その中で環境倫理学は、“人間と自然の共生”理
念の基礎づけをはじめ一定の成果を蓄積してきた（尾関
編　2001）。だが残念ながら、規範としての環境倫理の
点では不十分で、地域の現場からの次のような疑問に応
答できずに来た（亀山　2005）。
　例えば、①白神山地を巡るかつての青森・秋田両県の
対立や景観保護問題に象徴的だが、自然保護に関わる地

森林の文化的社会的価値―倫理学の視点から
亀山　純生（かめやま　すみお、東京農工大学）

元・住民間の対立をどう調整すべきか？②愛媛県織田ヶ
浜保存運動が先駆的だが、貴重な自然遺産や学術的価値
の高い自然と評価されない“どこにでもある自然”や“あ
りふれた”雑木林の保存の根拠は何か？③霞ヶ浦“自然
再生プロジェクト”のように、暮らしとの関わりや住民
共同を無視した、消えた植生の単なる復元が自然保護な
のか？
　加えて私は、特に都市の樹林や自然保護に関し次の問
題の解決が重要だと提起してきた。
　一つは、④“どこでもケヤキ並木”のような画一的緑
化の問題である。市街地が再開発されると、経済上管理
上の理由で街路樹にケヤキが選ばれることが多い。武蔵
野のように元々ケヤキの多い地域以外でもそうであり、
また新興団地ができると歴史を無視して安直にけやき台
などの地名がつけられる。その結果、市街地や郊外は、
地域の生態系とのつながりを欠き、極端に言うと全国で
金太郎飴のような画一的景観となる。しかも、街路樹の
管理は専ら行政サービスに委ねられ、住民にとっては単
なる交通環境ないし風景でしかない。住民が関わらない
画一的自然保護はどんな意味があり、どこまで持続的な
のか？
　さらに、⑤都市緑化と称して計画された自然公園の多
くは立ち入り禁止区域ばかりで、遊歩道からただ眺める
だけの“絵画的自然”であった。私の居住地にもイギリ
ス庭園をモデルにしたという芝地と樹林からなる広大な
公園があり、子ども連れの家族がよく利用し、桜や紅葉
の季節には周囲からの来訪者も多い。だが、折角の樹林
なのに木登りや虫探しもできず、子どもたちが身体ごと
自然と関われないことに疑問を感じてきた。地域の山林
を公園化した森林公園でも同様で、見学箇所やサイクリ
ングロードは整備されているが立ち入り禁止区域が多
く、入園者が直接に植物や樹木と関わることは公園のコ
ンセプトには含まれていない。だが、このような単なる
外的環境、“絵画的自然”は、ないよりましだが、果た
して意味ある自然保護なのか？“絵画的自然”なら立体
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物と人間を含む全体空間）とほぼ重なる。そこには、現
代の都市型ライフスタイルが直面する課題、特に人間と
自然の共生、人間と人間との共生のための本質的なポイ
ントがある。
　何より第一に、風土は次の 3つの要素（契機）をも
つことである。a生活的自然（産業や生業・遊び・精神
的活動など生活活動の対象となる自然。里山林、田畑な
ど）。b住民の共同関係と共有の文化・行動様式（共同
作業や風習など土地に根差した対自然・対人間の作法）。
c自然や人間との身体的関わりの日常的存在（野良・山
の仕事・遊び、祭りなど）。この3つの不可分性によって、
地域の生活的自然は人々の共同で“作られる”歴史的文
化的存在（里山林や田畑が典型）となり、それとともに
生活全体が地域の全体的自然（奥山と連続した生態系）
との調和の中で維持される。
　ここから第二に、風土は環境倫理に対する現場からの
課題に応え、環境保護・自然（森林）保護の基本原則を
照射するモデルとなる（風土的環境倫理規範の三層構造、
亀山　2005）。上記イ）～ニ）の論点が風土の中でこそ
実現されることは、風土の 3契機から容易に見て取れ
よう。特にニ）に関しては、風土の全体的自然との調和
（生態的傾向）と生活的自然の歴史的文化的価値（歴史
的傾向）を二本柱の基準として、開発／保全の方向性が
明らかになる。その具体的内実は地域により異なり、例
えば森林の保護・保全の価値と方向性は、地域の風土（生
態的・歴史的個性）に即して具体的に照射されねばなら
ない。この点で小見山（2010）が森林保護学の分野か
ら示した飛騨地域の実践と風土の関係が興味深い。
　第三に、風土を軸に自然のあり方を考えることは、地
域のあり方・風土を考えることであり、それは住民の暮

的なCG技術が進めば、快適な自然空間をより効果的に
演出する“ヴァーチャル森林”に代替されるのでないか？
さらに、そんな自然保護は子どもの成育にどれほど意味
があるのか？
　これは単に都市だけでなく、地方の森林も含め自然保
護一般の問題点でもある。以上①～⑤が照射したのは、
自然（森林）保護において、イ）地域の全体的自然（生
態系）やその個性とのつながり、ロ）自然保護の担い手
と共同との関係、ハ）人々と自然（森林）の直接的な身
体的関わりの重要さである。それは、保護すべき自然と
は何より、温暖化問題で二酸化炭素量に等値される森林
や単なる物理化学的環境でなく、眼前の生きた生物界で
あること、しかもそれは単なる客観的自然でなく、暮ら
しと関わる好ましい自然（価値的自然）であることを示
す。自然保護の根拠は、人間との関係の中で自然のもつ
社会的文化的価値にあるのである。
　以上を総括的に言えば、現代日本の環境倫理の原則と
して求められているのは、⑥“純然たる自然”や抽象的
な自然（緑地量など）を基準にした開発か保護かの二元
論は無意味で、問題は、ニ）開発の方向性、歴史的変容
の限度がどう照射されるか、である。これに関して、日
本社会は公害の歴史から、2つの原則を倫理基準として
確立してきた（生命と健康を脅かす開発禁止、住民の意
思に反する開発禁止）。これ自体は継承すべきだ（原発
事故はその重要さを改めて示した）が、その先でどうす
るかが現代の課題である。

2．　自然保護における風土・里山の意義と社会的価値
　これらの課題に答え、現場の自然保護運動が示す論点
を汲みつつ、人間と自然の共生理念を具体化する有力な
コンセプトとして風土が注目されるのである（亀山　
2005）。
　周知のように風土の語は、「共生」と同様、現代社会
になじみ深い反面、拡散し混乱もしている。だが、和辻
哲郎の『風土』（岩波文庫）などを手掛かりに改めて本
来の意味に注目すると、まさしく現代に重要なヒントを
与える。その場合、風土（Landschaft）とは、一言で
いえば、一定の地理的空間（地̶域）における自然・社
会的組織・文化と人々の暮らしぶりの全体が生みだす土
地柄・土地の個性のことである。農山村での具体的イメー
ジとしては、丸山（2007）がいう広義の里山（里山林
＝狭義の里山を軸に、田畑、川・沼、集落、そこでの生
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7 月 24 日）。これは氷山の一角だが、恐るべき数字で
あり、現代の構造的問題の表出であると多くの論者が指
摘している。例えば門脇（2010）は、1980 年前後か
ら表面化してきたいじめ、不登校、引きこもり、薬物依
存などの諸問題の背後に、子ども・若者の「非社会化」（他
人との関わりを忌避する孤立志向＝“孤人化”）を指摘
する。その核心に、彼らの心象世界が生身の人間不在で、
コンクリートなど無機質素材で満たされていることに象
徴される「他者の喪失」「現実の喪失」があるという。
　このことが深刻なのは、第一に、“孤人化”が“人間力”
を喪失させ、現代の疎外は“人間（そのもの）の危機”
であることを示す点にある。
　無差別殺傷が極端な象徴だが、生身の他者が不在なら
“人を殺すな”等の倫理は無意味と化し（“倫理融解”）、
古来人間固有の属性（人間らしさの根底）とされてきた
道徳性は解体する。そして他者の不在は、自己（のリア
リティ）をも解体する。近年、哲学・教育・精神医学な
どの諸研究が解明してきたように、自己は他者との相互
承認の中でこそ存在しえるからである。さらには自己の
身体感覚（生命感）も希薄化させる（リストカットや拒
食など）。このような他者と自己の不在化・身体の希薄
化は、関わる事物の現実性、総じて世界のリアリティも
希薄化し、虚構と現実、生と死の区別すら曖昧化する。
もちろん若者すべてがこうではないし、実際の過程は複
雑だが、モデル化すればこうなる。この事態は、動物や
機械と異なり人間であるための最小限の基礎素質（“人
間力”＝自己性、他者性、身体性）の喪失、即ち人間の
無機化＝“非人間”化を意味する。
　深刻さの第二は、これにより、若者が内発的に疎外を
克服する展望が消えたことである。
　問題は、“人間力不在”論から短絡されがちな若者の
ノンモラルや無秩序社会化ではない。むしろ今の若者は
実に“道徳的”である。少年犯罪は 80年代から半減し、
若者は社会の一員たるべく、社会が望む“人間力”の修
得に懸命である。個性と自分らしさのアピール、身体（力）
へのこだわり。他者関係でも、世間のルールを守り“空
気”を読み、友人関係を大切にし、他者の傷つきを避け
る“やさしい”若者なのである。これほど関係を重視し
つつ若者は孤立している。これを「みんなぼっち」とい
う（豊泉　2010）。だが「みんなぼっち」の関係性は関
係（つながり）自体が問題なので、実質の交流がなく、
みんな一緒の孤独感なき孤立である。それは関係性の中

らし・ライフスタイルとアイデンティティの確認でもあ
る。すでに和辻『風土』が“風土＝人間の自己了解の型”
として理論的に明らかにしたことだが、実践的にも地元
学・風土学等の運動の中で確認されている（小見山　
2010 など）。
　風土の中でのアイデンティティとは、自然に包まれ自
然との関わりと人々の共同の中での自己の確認でもあ
る。このことにより、風土をなお残す地域や里山は、現
代社会が見失った人間の本来的あり方を如実に示す。
　周知のように現代日本の人間疎外（市場システム支配
による人間らしさ喪失）の深刻さは臨界に達している。
人間の孤立と孤独、社会関係やシステムの人間支配、人
間関係の抑圧化、生きがいや自己の喪失、そして身心の
病の常態化など。近年の自然志向や田舎ブームは、里山
や風土的地域が人間疎外の“癒し”“回復”の場である
ことを示し、そのことを実践的に示す事例は数多い。風
土や里山が、自然保護の文脈だけでなく、人間疎外の回
復の点で、都市の人間にとって価値と魅力をもつ理由が
ある。

3．　 “人間の危機”における風土・里山の意義と社会的
価値

　風土・里山の疎外回復の意義は、現代の青少年の“人
間の危機”によって一層重要さを増し、日本の将来にとっ
て決定的な文明転換的意義をもつ。亀山他（2011）でも
述べたが、あえてくり返すとこうである。
　現代の人間疎外は、1970 年代に近代（大工業文明・
市場社会）が“完成”し高度消費社会が確立して以来、
急激な情報社会化・グローバル資本主義化の中で全面化
してきた。その意味で、そこで生れ育った青少年（40
歳以下）の“人間の危機”は、日本の高度消費社会（都
市型ライフスタイル）の人間疎外の深刻さを“純粋培養
的に”示すといえよう。その核心は青少年における“他
者喪失と現実喪失”と、それと不可分の“孤人化”にあ
る。
　“他者喪失”を象徴する無差別殺傷事件は 90 年代以
来頻発し続け、人間関係の希薄化・コミュニケーション
不全・人間の孤立の深刻化も、今世紀には若者の引き籠
りとして表出してきた。2010年2月の内閣府調査では、
全国の若者（15 ～ 39 才）の内で、半年以上外に出な
い引き籠りは約 70 万人（1.8％）、“引き籠り予備軍”
は 155 万人（4.0％）に上るという（朝日新聞 2010 年
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重ねて強調しておきたい。特に“人間の危機”に関して
はそうであり、現実にはその克服に努力する若者もなお
多い。だが、日本社会がこのまま進むなら、このモデル
はまちがいなく大多数の現実となる。想起すべきは、“孤
人化”は、少なくとも 1970 年代以来高度消費社会・都
市型ライフスタイルの中で 40年かけて表出したのであ
り、単純にいえば、今直ちにこれを風土の暮らしを目指
す方向に転換しても、その克服の“効果”は 40年後と
いうことである。
　確かに里山や森林をめぐる問題は林業の危機・“過疎
化”など緊要であり、本稿が言う森林の意義も、この具
体的な解決ぬきにはありえない。だが、堂々巡りみたい
で恐縮だが、だからこそ、40年後の日本社会を見据えて、
里山と森林の文明転換的意義、その社会的価値を正面に
掲げた根本政策理念が必要であり、その中でこそ林業や
過疎対策の新たな位置付けも生まれると、敢えて述べた
い。そのために、すでに実践的に明らかにされている森
林の多面的価値をこの根本政策理念を目指す中で改めて
位置づけ、森林保護や担い手、森林文化も風土と里山の
再生方向の中で豊かにされることを、期待したい。
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の“孤人化”であり、内面ではすでに引き籠りである。
だが、孤立では生きた“人間力”は育たず、社会が求め
る人間力（自己性・身体力・他者関係性）は逆に抑圧と
なる。問題なのは、疎外克服の要をなす他者との関わり
そのものの抑圧化である（重視する友人関係さえ「友達
地獄」）。その意味で若者の孤立・人間疎外は、出口が見
えない悪循環・デススパイラルに陥っている。深刻なの
は、それなのに若者が生活に満足している点である（20
代は 70％、高校生は 93％；豊泉　2010）。満足の下で
は抑圧が現状転換のテコとはならず、若者は“孤人化”
を自ら脱却しようとはしない。
　さらに深刻なのは第三に、現代社会が“人間力”喪失
の再生産過程に入ったことである。先の引き籠り統計に
含まれていた 30代は“孤人化”傾向の第一世代であり、
今や若い親の中心世代であり社会の中堅層になりつつあ
るが、児童虐待や子育て不安など“孤人化”が問題視さ
れる世代である。それなのに現状満足と“孤人化”に“居
座り”、高度消費社会に身を委ねている。彼らの子ども
世代・次世代の“人間力”不在は一層深刻化が予想され、
“人間の危機”は世代論的にもデススパイラル構造の様
相を呈している。
　この危機に対して門脇（2010）など多くの論者は、
その克服のカギは親密な人間関係・コミュニティ回復だ
という。だがそれは近代のフレームでは原理的に困難で
あり（増田　2011）、前述のように、何より人との関わ
り自体が抑圧化し忌避されている点に危機の深刻さが
あった。まさにそれ故、風土・里山の場こそが、危機の
デススパイラルを断ちきる最後の砦である。そこでは、
自然と関わる中で対自然の作法と対人作法が自ずと身に
つき（風土のモラル）、結果的に人間の共同と実のある
交流が形成される構造をもつからである。それ故にまた、
風土・里山の中核をなす自然と人間の生身の交流の場と
しての森林の意義も、また然りである。

おわりに
　以上極めて大雑把に、環境危機と人間危機という現代
文明の二大問題圏に即して、風土・里山の意義を通して
森林の社会的文化的価値、文明転換的意義を見てきた。
紙幅の関係で、実践例や倫理学的論証を省いたため、本
稿の提起は、抽象的でユートピア的と思われるかもしれ
ない。だがそれはあくまでもモデル的提起であることを、
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「森林学の過去・現在・未来」（3）
フォーラム

森林の情勢や研究環境をめぐるうねり

木佐貫　博光
（きさぬき　ひろみつ、三重大学大学院生物資源学研究科）

　2010 年に名古屋市でCOP10 が開催され、生物多様性

や絶滅危惧種などをマスコミが取り上げるようになった。

しかし、学校であまり教えないこともあり、認知度はい

まひとつの感が漂う。森林学のなかでもこれらのキーワー

ドに近い森林植物学が、樹木学、樹病学、林木育種学な

ど複数の分野で構成されることを 20年余り前に学部の講

義で教わった。本稿では、森林や森林植物分野に関わる

20年間を断片的ながら振り返り、本誌に対する提案を加

えたい。

　20世紀末から現在までに二つの革新的技術が普及した。

DNA分析技術とPCによる高度な解析技術である。DNA

分析技術は、1990 年代には主に樹種間の系統関係、次い

で種内の地理的変異や遺伝的多様性の解析に応用された。

その後、個体群の遺伝構造や繁殖成功度の評価など、よ

り細かなスケールで活用されるようになり、絶滅危惧植

物などの保全研究に適用されるに至っている。林木育種

の分野でも、スギで遺伝子の連鎖地図の作成、遺伝子組

み換えポプラの開発、採種園産種子の花粉親の特定、ク

ローン集植所におけるクローン識別などで有効活用され

てきた。PCは、学生時には高価なために研究室に数台し

かなかった。今の個人所有のノート PCでは、当時から

行われてきた統計解析を短時間で完了できるだけでなく、

個体群の存続分析などの将来予測や遺伝構造の解析など

を行うことが可能である。これらの技術を駆使した研究

の発展が目覚しい。

　技術が普及するに伴い、自分を含む最近の人々は、室

内実験やデータ解析に傾注し、森林に足を運ぶことが減っ

たと感じる。DNA分析技術や PCを用いた解析技術の習

得にはたいへんな労力と時間が要求されるからであろう。

一方、私は学生時に、本州の亜高山帯針葉樹林と偽高山

帯を踏破して得た膨大なデータに基づいて博士論文を書

かれた K先生や Sさんの存在を知り、驚愕した。また、

当時は植生調査に基づく研究発表が数多く行われていた。

植生調査には植物の同定能力が必要で、その習得には観

察力と根気を要する。それは技術習得に追われる現在で

はなかなかままならず、植生に関する基礎的研究の減少

が危惧される。 

　森林情勢の変化についてみると、人工林やかつての薪

炭林などの放置、国有林野事業の木材生産機能重視から

公益的機能重視への転換、その一方で新政権が木材自給

率の上昇を謳うなど、人間による森林への関与が目まぐ

るしく変化している。これらに加え、この十年余りの間、

シカの過剰な増加に伴い、主に太平洋側の森林では林床

植生の衰退が著しい。ここで過去の植生データと現植生

の比較が必要だが、他人が設置した昔の調査区の位置を

正確に特定できることは稀である。小面積の調査区でも

GPSを用いて再度測定可能な状態でデータベース化する

ことの必要性が身に沁みる。将来的には、膨大に蓄積し

たデータの活用が課題であるが、これもそのうち PCが

解決してくれるのだろうか。

　学会の社会貢献が求められ、研究と現場との乖離が指

摘される。しかし、森林に多大なる影響を及ぼすマツ枯

れやナラ枯れを対象とする樹木生理や病理的アプローチ

による研究など、社会に貢献する研究成果の発表が少な

からず行われてきたことも忘れてはならない。一方、会

費を支払っている会員は、研究成果の発表の場や情報交

換の場としての森林学会の維持と発展を期待するであろ

う。研究における基礎と実用とのバランスを取るために、

本誌「森林科学」は重要な役割を担っている。学会誌や

英文誌に掲載された論文で、現場に関連しそうなものに

ついては、本誌において現場での実用性や発展性をアピー

ルしてもらうのも効果的であろう。 

（専門：森林植物学）

渓谷林の長期観測（2011 年 8 月、津市美杉町
の演習林にて）
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森林利用学の役割と展開

山田　容三
（やまだ　ようぞう、名古屋大学大学院生命農学研究科）

森林利用学とは？
　人間は森林に依存して生きて行かざるを得ない存在で
あり、木材資源を伐り出す行為は有史以前から営々と続
けられている。この太くて重い木を、楽に、安全に、安
く伐り出すための技術開発を進めることが森林利用学の
永遠の研究課題である。すなわち「現場に活かされてこ
そ価値がある」というように現場に直結した応用科学で
あるところが、他の多くの森林科学の学問と異なる所以
である。それゆえ、国際的に見ても著名な科学雑誌が存
在せず、業績ほしさに国内誌に英語で論文を書くと、「お
前は一体誰に向かって自分の研究成果を出そうとしてい
るのか？　日本語で書かなければ必要とする人が読めな
いだろう」と先生からよく叱られたものである。
現場への出口
　森林科学の研究成果が森林・林業の現場に活かされに
くいという話をよく耳にするが、森林生態学的に理想的
な施業法を提案しても、森林計画学的に持続可能な森林
計画を立てようとしても、森林政策学的に林業の復活を
模索しても、地形条件、地利条件、コスト、伐出技術、
労働力等々の問題からなかなか現場に実現することが難
しい。特に、森林利用学の範囲である技術面とコスト面
がブラックボックスになっていて、これがボトルネック
になっているように思われる。言い換えれば、森林利用
学は、木を伐ったり、植えたり、育てたりするための技
術開発を通して森林に直接働きかける実学であり、それ
ゆえ、林業の経済性や社会性を始め、生物多様性を含む
公益的機能の発揮まで、人間の関与という意味で生殺与
奪を結果的に握っているといっても過言ではない。
持続可能な森林管理
　このような視点で考えると、森林利用学は技術論だけ
に終始していてはいけないと考える。現場に密接した出
口の役割を再認識して、他の森林科学の部門と手を組み、
基礎科学の研究成果を現場に結びつける働きが求められ
るとともに、基礎研究が乏しい分野については森林利用
学が手を広げる必要もあろう。近年、森林科学が基礎科
学に傾倒していく一方、工学や理学の専門家が林業に関
心を抱き、斬新な発想による研究成果を出しつつある。
それはそれで歓迎すべきことであるが、果たして森林科
学は林業から離れてしまって良いのであろうか。「餅は餅
屋」であり、森林を単なる資源として見るのではなく、

生態系とし
て持続させ
るという基
本理念を忘
れないよう
に森林科学
は声を大に
すべきであ
る。そして、
森林・林業
再生産プラ
ンが推進さ
れ る 今 こ
そ、森林利
用学は持続
可能な森林
管理のため
に生態系と
資源利用のバランスを取るという、現実的で技術的な解
決策を求められている。
生物多様性の持続
　森林の生物多様性について考えると、ただ生物多様性
の保全を唱えているだけでは何も解決できない。生物多
様性を持続させるためには、森林管理における施業法が
多様でなければならない。その中には天然林も人工林も
里山も含まれ、人工林には複層林も長伐期林も短伐期林
も存在すべきである。そして、それらの空間的なモザイ
ク配置と、人工林においては更新時期の時間的なズレが、
市町村あるいは流域全体の生物多様性を維持することに
貢献する。これらの多様な施業法を実現するためには、
境界の確定と路網による基盤整備が大前提ではあるが、
地形条件や地利条件に合わせた森林機械システムの多様
性が求められ、さらにこれらの多様な技術に対応して、
適切な判断のできる技術者の教育と技能者の養成が急務
である。このように、生物多様性を持続させるための現
実的な手段の多くに森林利用学が関わっているので、技
術開発の更なる進展とともに、より広いスケールで、よ
り長いタイムスパンでの森林利用学の位置づけを考慮す
ることが求められる。

（専門：森林利用学）

豊田市稲武町の古橋会複層林の現地検討
会にて、高密路網整備による機械化上木
間伐作業について説明する筆者
（2008 年 10 月 20 日）
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これからの森林風景計画の行方

深町　加津枝
（ふかまち　かつえ、京都大学大学院農学研究科）

　1929 年に田村剛が「森林風景計画」を著して以降、森
林風景計画学は、風景という観点から森林をいかに取り
扱うのかを主題とした学問として発展してきた。そして
今日、風景は空間の広がりと時間の流れが映し込まれた
人の暮らしぶりを示す指標としてとらえられ、総合的、
包括的に森林のあり方を考えていくためのアプローチと
して期待されている。
　それでは、筆者が長年関わってきた京都・嵐山の森林
を事例にしながら、これからの森林風景計画の行方につ
いてもう少し具体的に考えてみたい。嵐山は日本を代表
する名勝地であり、それを特徴づけるのは渡月橋、大堰川、
そして周辺の森林である。かつては薪や柴などの生活資
材を供給する場であったが、平安期以降、アカマツやヤ
マザクラ、イロハモミジを主体とする森林風景が形成さ
れてきた。天龍寺の社嶺であった森林が明治期になり国
有林に移管されると、様々な法制度に基づいた風景の保
護が図られるようになった。
　明治期以降、公的な関与が深まって嵐山の森林は外か
ら眺めるだけの対象となり、人々の暮らしからは遠ざかっ
ていった。そして、昭和期以降になるとマツ枯れや常緑
樹林化、シカやサルによる被害などによって、森林風景
が大きく変化した。一方、歴史的な森林風景の維持は施
業のあり方に主眼がおかれ、地元住民との関わりについ
ては言及されてこなかった。また、国有林としての管理
計画が樹立されるに従い、周辺の森林や河川、集落との
関係は希薄になっていった。
　このような状況に対し、2009 年より行政、地元関係者、
専門家が参画した意見交換会が開催され、「嵐山国有林の
今後の取扱方針」がとりまとめられた。また、2010 年に
は専門家と地元住民が主体となって森林風景、シカ対策、
山地保全という観点からの現地調査と普及啓発活動が行
われ、地元住民が国有林の管理に関わる枠組みが整って
きた。現地調査で嵐山の森林を歩いた参加者の一人は、「小
さい頃から嵐山で大きくなったつもりでしたが、全く山
のことなど見向きもしませんでした。今回、山に手を入
れなければということがわかり、どの段階でやって良い
のかというのは難しいと思いますが、昔の絵図のように
マツとかモミジ、サクラの多い嵐山にしていったらもっ

と誇れると
思 い ま し
た。」 と 感
想を語って
いる。専門
家とともに
現地を歩く
回数を重ね
ることが、
自らの暮ら
しと森林と
を結びつけ、関わりを持つことの大事さを実感する機会
となったといえよう。
　長年にわたる人と自然とのかかわりの中で形成されて
きた森林風景の保全や活用には、森林をとりまく空間や
時間軸の広がりのみならず、地元住民とのつながりを考
慮していく必要がある。それは、里山のような地元住民
の生活と結びついてきた森林のみならず、嵐山のような
名勝地あるいは公的な位置づけの強い森林においても当
てはまる場合が多い。一方、今までの森林風景計画にお
いては、人々がそれぞれの地域の中でどのような眼差し
で森林をとらえ、暮らしに根ざした場として関わってい
けるのかを指し示す研究の蓄積が十分とはいえなかった。
今後は暮らしと乖離せず、いかに身近な森林として人や
地域が関わり続けていく道筋を見いだせるかが重要な鍵
となる。そして、保健・レクリエーション機能あるいは
文化機能といった森林の機能を発揮するための研究にと
どまることなく、森林に関わる人や地域を理解するため
の学問としての進展にも力を注ぐ必要があろう。森林に
対する温かい眼差しと具体的な関わりこそが、地域固有
の森林風景、そして文化を未来に継承する大きな原動力
となると確信している。

（専門：森林風景計画学）

参　考　文　献

塩田敏志編・著（2008）「現代林学講義・8　森林風景計

画学」地球社，190ページ

森林風景に関する調査（2010 年３月、京都・
嵐山にて）
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森林動物学の過去と近未来

富樫　一巳
（とがし　かつみ、東京大学大学院農学生命科学研究科）

　森林動物学は森林に住む動物についての学問分野であ

る。かつて森林動物学は林業（林地における生物生産）

と密接に関係していた。そのため、その主要な研究対象

は森林の生産性を低下させる昆虫と獣およびそれらの天

敵であった。ところが今日では、林学が森林学（森林科学）

と呼ばれるようになった。森林学は森林に関する科学で

あり、それは従来の林学を含むようになったと私は理解

している。そのことは、害虫や害獣以外の動物を主に研

究している森林動物の研究者が活躍していることから理

解できる。

　さて、森林動物学の現代的課題を表すキーワードを三

つ挙げるとすれば、侵入生物、地球温暖化、生物多様性（生

物保全を含む）であるように思う。これらのキーワード

を頼りに主に昆虫について話を進めたい。

　日本の森林における重要な侵入生物はマツノザイセン

チュウである。この線虫は 1900 年代初めに北米から日

本に侵入し、その病原力と媒介昆虫が 1970 年代に明ら

かにされた。このため、マツ枯れの研究は線虫、媒介昆虫、

宿主の 3種の種間関係（材線虫病システム）の研究になっ

た。1970 年からの日本森林学会大会では、線虫と昆虫の

生態学的な基礎的知見の発表の割合が多く、防除に関す

る発表の割合は少なかった。桐谷圭治博士のいう「基礎

的なことが最も応用的である」ということが実践されて

いたことを示している。

　材線虫病システムの中で今後最も期待される成果はマ

ツノザイセンチュウの病原性に関する遺伝子の同定であ

ろう。薬剤による材線虫病の防除には制限が多い。この

ため、抵抗性マツの導入は防除システムを構築する上で

重要な技術である。しかしながら、簡単なモデルによっ

てマツ個体の抵抗性とマツ林の抵抗性は単純な比例関係

に無いことが示される。また、近年これまでの線虫より

著しく毒性の強い線虫が見つかった。この線虫の病原性

遺伝子が同定され、その集団遺伝学的な研究がマツ林内

で媒介昆虫の個体群動態とともに研究され、それらの情

報がモデルに組み込まれるならば、抵抗性マツの林分内

と林分間における最適配置や線虫の病原性とマツの抵抗

性の共進化を推測できるようになるであろう。

　地球温暖

化は温帯の

昆虫の分布

と 発 生 パ

ターンを変

えると予想

される。実

際、 ヨ ー

ロッパのマ

ツノギョウ

レツケムシ

というガは

北と高標高

に分布域を広げた。また、北米ではキクイムシの 1種が

年間の発生回数を増やして大発生し、膨大な量のトウヒ

類を枯らした。気温の上昇がその原因であると考えられ

ている。温暖化に伴う昆虫の発生回数の増加は個体数の

増加を通して森林に大きな被害を与えるかもしれない。

そのため、平均気温の増加量に対する年間世代の増加数

の簡単な予測式が作られている。しかし、多くの昆虫の

発育は温度と光周期によって制御される。今後は光周反

応を組み込んだ世代数の予測方法が発展するであろう。

また、食植性昆虫の特定の発育段階（1齢幼虫など）が樹

木の特定部位（葉や果実）の特定の発育段階を食べるこ

とがある。地球温暖化は樹木の被食部位のフェノロジー

に影響を与え、昆虫の発生時期と発生量に影響を与える

例が知られている。密接な相互関係を持つ生物群集の挙

動に及ぼす温度上昇（二酸化炭素濃度上昇を含む）の影

響の予測方法の研究がこれから必要になるであろう。

　森林の生物多様性について、私は東大の古田前教授と

話し合ったことがある。「日本の森林は北方針葉樹林のよ

うに単純ではなく、熱帯林ほど複雑ではない。その林の

中で多数の昆虫種が発生している。日本の森林とその中

の昆虫の発生を表す方法は、北方林や熱帯林の昆虫群集

をある形式で結びつけることができるのではないか」と。

森林の生物多様性の研究には夢がありそうである。

（専門：森林動物学）

エゾマツ切り株内のシラフヨツボシヒゲ
ナガカミキリの調査（左が筆者）（2008 年
6 月、北海道富良野市の東京大学北海道演
習林で技術員の松井さんと）
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はじめに
　タイトルにある‘Forest Engineering’を直訳すれば「森

林工学」となるが、国際的には「林業工学」、またはわが

国で一般に用いられる「森林利用学」を指す学問と位置

づけられている。たとえば、米国オレゴン州立大学に

Department of Forest Engineering があった時代には

「伐採搬出課程」と「砂防・水文学課程」が設置されてお

り（有賀 2004）、広義には木材生産以外の分野が含まれ

るのかもしれない。しかし本稿では、アメリカ西海岸の

ワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州の森林の

うち、筆者の専門である森林利用学に関連するものを紹

介したい。

ワシントン大学と演習林
　筆者の所属する日本大学森林資源科学科では、数年前

より「森林海外実習」を開講し、アメリカ西海岸の森林

をめぐる研修を実施している。本学科は、過去にワシン

トン大学森林資源学部の実習プログラムに学生が参加す

ることで単位が授与される協定を結ぶなど、同学部と友

好関係にあることもあり、新しい実習もワシントン大学

から始まる。シアトル市内のキャンパスで Francis 

Greulich 先生、Edwin S. Miyata 先生による講義「アメ

リカ合衆国の森林・林業」を受けるとともに、郊外の演

習林で実習を体験する。

　シアトルから約100 km南に位置する演習林は、パック・

フォレストと呼ばれ（Miyata，2001）、学生・大学院生

に教育・研究の場を提供するともに、予算の 9割を木材

販売と施設利用料で賄うなど経営面での自立を目指して

いる（有賀 2003）。演習林では、環境保護と木材生産の

調和を目指す水辺林管理区域（Riparian Management 

Zone）を歩きながら、その機能の説明を受けた（写真
_1）。これは、魚類や野生生物に棲み処を提供するととも
に、河川の水質を保護するという重要な役割を有する水

辺林の両岸から 50 フィートごとに順に core zone、

inner zone、outer 

zone と 区 切 り、

ゾーン別に伐採や

林道の建設を規制

するというもので

ある（伊藤 2006）。

学生にはやや難し

いトピックだった

かもしれないが、

林業工学分野でも

一時期流行った話

題でもあり、その

研究の原点を見た

ような気がした。

オレゴン州立大学演習林
　今回テーマとしたアメリカ西海岸を訪れるまでは、こ

の地は環境保護が声高に叫ばれ、林業は衰退しつつある

という話をよく聞いていたのだが、実際に見てみると、

国立公園の際の際まで広大な皆伐跡地が続くなど、（民有

林では）林業が依然として重要な産業であることを認識

させられた（吉岡 2007）。オレゴン州立大学国際林業工

学研究所が主催するフィールドスタディツアー（酒井 

2007）に参加して演習林を訪問した際には、インターン

シップとして学生が集材作業に従事していた（写真 _2）。
インターンシップは職場体験を目的としたものであり、

本学科でも実施しているが、ここでは林業の産業として

の社会的な地位が確立されているということが強く印象

に残った。

カリフォルニア州の CTL（cut-to-length）システム
　カリフォルニア大学デイビス校のBruce Hartsough先

生を訪ねた際には、先生に森林火災防止のための‘fuel 

reduction’と呼ばれる施業の一環として行われている

アメリカ西海岸の森林で
Forest Engineering に触れる

吉岡　拓如
（よしおか　たくゆき、日本大学生物資源科学部）

森めぐり 11
シリーズ

写真 _1　 水辺林管理区域で説明
を受ける。
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してご活躍されている。今日に至るまでのわが国の

Forest Engineering の歴史を紐解く上で欠くことのでき

ない、偉大な研究者である。

引 用 文 献

有賀一広 （2003） ワシントン大学演習林（パック・フォ

レスト）を見学して．機械化林業 596: 16_20.

有賀一広 （2004） オレゴン州立大学．機械化林業 606: 

12_19.

伊藤かおり （2006） ワシントン州の水辺林管理の概要と

Council on Forest Engineering の紹介．機械化林業

633: 33_36.

Miyata, E.S. （2001） ワシントン大学演習林̶パック・

フォレスト̶．機械化林業 571: 12-14.

酒井秀夫 （2007） 国産材時代を迎えるには．機械化林業

638: 11_15.

吉岡拓如 （2007） アメリカ合衆国西部における森林火災

防止に向けた取り組み．機械化林業 642: 12_15.

‘mastication’と

いう作業の現場を

見せていただいた

（吉岡 2007）。そこ

で、北米では非常

に珍しいCTL シス

テムも目にするこ

とができた（写真
_3）。日本では、森
林利用学あるいは

林業工学の講義で、

伐出作業システム

に関して「北米方

式」と「北欧方式」

を学習するが、そ

れぞれ技術が発達

した地域をその名に冠している。前者はフェラーバンチャ

とスキッダによる全木（あるいは全幹）集材作業システ

ムを、後者はハーベスタとフォワーダによる短幹集材作

業システムをそれぞれ指すが、カリフォルニアで見たハー

ベスタとフォワーダは、このエリアでもとても珍しい機

械であるとの説明を受けた。CTL システムは、シングル

グリップハーベスタの開発によって完成形の域に達した

ともいわれるが、地域性にこだわらず、自らが適切と考

えるものを選択するというアメリカ人の合理性が垣間見

られた。

おわりに
　本稿をこのテーマでまとめる契機となったのは、

Miyata 先生（「ワシントン大学と演習林」を参照）を紹

介しようと考えた点にある（写真 _4）。先生は、日本の大
学を卒業した後に渡米し、米国の林業試験場で研究に従

事した後にワシントン大学で教鞭をとるというご経験を

お持ちである。木材生産システムの最適化がご専門であ

るが、先生が試験場時代にまとめられた研究成果は、30

年以上経た現在でも各国の研究者の論文に引用されてい

る。現地の事情を中心に多くの海外情報を発信され、日

本の森林利用学分野の研究者の多くを在外研究員として

受け入れられ、また長きにわたり Journal of Forest 

Research の編集委員を務められるなど、日米の懸け橋と

写真 _3　 フォワーダによる短幹集材作業

写真 _4　 Miyata 先生、Greulich 先生と一緒に集合写真

写真 _2　 学生によるインターン
シップ
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神宮宮域林と式年遷宮

　森林には多様な機能があり、それらをバランス良く最

大限に発揮するのが森林経営の真髄であるとすると、森

林計画の自然、歴史、文化、社会、産業などあらゆる側

面から秀でているのが神宮宮域林（以下宮域林（きゅう

いきりん）と略する）と思う。

　宮域林は伊勢神宮内宮周辺に位置し、総面積 5,446 ha、

そのうち天然林はカシ、シイ、クスノキを中心とした常

緑広葉樹林が 2,665 ha、人工林は 2,742 ha でヒノキ林

が 2,522 ha と全体の 46％を占めている。式年遷宮は

690 年に第一回が行われ、20年に一度新しい社殿を造営

し大御神にお遷りいただく、1300 年の歴史をもつ儀式で

ある。遷宮に使用する御造営用材を供給する森林は「御

杣山（みそまやま）」と呼ばれており、宮域林は第一回か

ら鎌倉中期までの約 600 年間の御造営用材を供給した。

その後、御杣山は適材の欠乏から近隣の森林へ、江戸中

期からは木曽山となり現在に至っている。

　1923 年（大正 12年）に神宮神地保護調査委員会にお

いて、宮域林における御造営用材生産のための「神宮森

林経営計画」が立案された。この計画に基づき、本格的

な植林活動が開始されるとともに、今日まで施業が行わ

れている。つまり、遷宮が始まって約 1,200 年間の遷宮

材は天然林からの採取であり、保続生産が考えられたの

は約 90年前である。遷宮での御造営用材は、第 58回（昭

和 4年）を例にすると本数にして約 1万 1千本、材積で

約 1万m3 とされている。材の長さは 1～ 13 m、末口径

は 22～ 122 cm であった。1本の御造営用材は 1本の立

木から生産すると仮定するなら、胸高直径 40 ～ 68 cm

の立木が全体の 92.1 ％（特に 50 ～ 58 cm が 51. 5％）

であり、最大 140 cmは 2本必要となっている。

　森林施業の内容をあげると、植栽はヒノキを 4,000 本

／ ha、枝打は高さ 8～ 10 m まで、間伐は 8～ 15 年間

隔で 200 年生まで繰り返し実施することになっている。

御造営用材は大径材を必要とするため、将来大樹を期待

できる木（大樹候補木で胸高直径 100 cm 以上）を 40～

50年生時で 15～ 70本／ ha程選木し二重ペンキ印をし

ている（現在約 3万本が選木されている）。大樹候補木の

肥大成長を促すため、枝先が触れあう周りの木を伐り太

陽エネルギーを最大限取り入れる「受光伐」を行ってい

る（写真 _1）。さらに、これに次ぐ成長を期待できる木（御
造営用材候補木で胸高直径 60 cm 以上）には一重ペンキ

印をしている（写真 _2）。人工林の林齢は、2006 年現在
で 41～ 50年生と 71～ 80年生がそれぞれ 600 ha、51

～ 60 年生と 61 ～ 70 年生がそれぞれ 300 ha で、これ

らを合わせると人工林全体の約 8割を占めている。森林

蓄積は、1900 年（明治 33 年）に 23 万 7 千 m3 であっ

たものが、2006 年には 73万 5千m3（約 3倍）となり、

うちヒノキは 45万 5千m3 まで増加した。

　注目する第 1の点としては、2013 年の第 62回遷宮で

は鎌倉中期以来約 700 年振りに宮域林の間伐材が、御造

営用材の一部として供給されることである。今までと違

い人工林からの供給であることは見逃せない。人工林か

らの生産は 1923 年の森林経営計画により植林が開始さ

れたものであり、遷宮が 1300 年継続する中では比較的

最近のことである。天然林からの採取的な収穫から計画

的保続生産へと移行してから今回の材の供給までに約 90

神宮宮域林と式年遷宮
佐藤　孝吉・渡部　あゆみ

（さとう　たかよし・わたなべ　あゆみ、東京農業大学森林総合科学科）

森めぐり 12
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写真 _1　受光伐を実施した樹冠の様子
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神宮宮域林と式年遷宮

東の鉄道沿線より望見できる所で、五十鈴川の水源涵養、

風致増進を目的に、風致の改良および樹木の生育に必要

な場合の外は生木の伐採をしない。第二宮域林（80％）

は五十鈴川の水源涵養、風致増進を図りつつ、御造営用

材林育成のためのヒノキと広葉樹の混交林を造成してい

る（注 1）。つまり、木材生産に終始することなく、地域

や人々のためを考慮した計画をすでに 90年前に立ててい

たことである。

　宮域林経営は式年遷宮に基づいて計画されている。伊

勢神宮がお祀りしているのは太陽を神格化したともいわ

れる天照大御神であり、すべての生物の源である。森林

は再生可能な資源といわれているが、そのもとは太陽で

あり、すべての生物が太陽光線なしには保続がありえな

いことを再認識するべきだと思っている。つまり、人間

の労働力に対する経済的な価値にのみ目を向けるのでは

なく、自然に対する感謝の念を忘れてはならないと強く

感じている。

　伊勢神宮では 20 年間社殿等に使用した材を遷宮後、

様々な所で再利用をしていたり、神社等に譲ったりして

いる。東京農業大学には、1956 年に大学の三重県校友会

から下賜材が奉納され、その材で作られた祠が大学本部

に設置（その後他のキャンパスにも設置）されている。

伊勢神宮の外宮には豊穣・収穫の神である豊受大御神が

祀られている。2011 年で第 120 回を迎える我が校の収

穫祭は、伊勢神宮への参拝から始まるのである。

注および参考文献

（注 1）第二宮域林のうち、川や道路路沿いの森林やクス

ノキ、ヤブツバキの純林等学術上貴重な森林を特別施

業地（第二宮域林の 29％）として第一宮域林と同様

の扱いとし、御用材育成林は、これ以外の普通施業地

で行っている。

（1）木村政生（2001）神宮御杣山の変遷に関する研究、

株式会社国書刊行会、319_469.

（2）東京農大出版会（2003）農大お宝 100選 78_79.

（3）神宮司廳パンフレット .

（4）神宮司庁営林部、神宮宮域林 7.

年を要したということである。

　第 2の点としては、遷宮に伴う生産システムの持続性

である。一回の遷宮費用が数百億円（第62回は550億円）

といわれる中で、戦国時代の約 120 年間の中断を除き、

明治維新、世界大戦など幾多の困難にもめげず継続され

てきた。昭和 30年代の植林が活発に行われた頃と現在と

では林業を巡る情勢が大きく変化し、持続的な木材利用

が困難な状態である。単に経済的価値だけでなく日本人

としての精神的、文化的価値に重きを置き、その場限り

の欲望に惑わされることなく、長期的な方針を立てる必

要性を宮域林経営から見受けられる。

　第 3の点としては、経営計画には生産的な側面だけで

なく、水源涵養、景観保全などの公益的機能を考慮し針

広混交林を目指していることである。第一宮域林（20％）

は、内宮神域の周囲並びに宇治橋付近（写真 _3）、宮川以

写真 _2　宮域林における御造営用材の選木

写真 _3　内宮入口の宇治橋前で
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　濃いオレンジ色の実が冬の景色に一際目立つピラカン
サ。庭を彩る生垣によく利用されていますが、その枝には
硬く鋭いトゲがあります。新潟の造園会社に勤めていた
時、ダンプの荷台に積んだ剪定ゴミを踏んで、幾度となく
足の裏に刺した経験があります。地元の庭々にトゲのあ
る樹が少なかったからなのか、当時は注意が身に付きませ
んでした。そして現在は、植物園で多種多様なトゲ植物に
囲まれて作業をしていますが、ならば刺されないように
なったかというとそうでもありません。色々なことを言
い訳にして、私は依然として怪我の数を増やしています。
　トゲが刺さった一番痛い思い出は、３年前のサバンナ
温室でのことです。大きなナツメヤシが倒伏したので人
が運べる大きさに切って撤去しなければならず、私は幹
から全部の葉を切り離す作業を最初に始めました。葉鞘
の元にある、直径 5mm、長さ 10cmを超える極悪なト
ゲを恐れてのことです。作業は順調に進み、あともう少
しで終了となったその時でした。左足の親指に尋常なら
ざる激痛が走ったのは。何が起きたかわからないまま後
ろへ倒れて長靴を脱ぐと、親指の爪の端からドクドクと
血が噴き出しています。倒れた幹の下に隠れていた葉鞘
の元から、床すれすれの高さにトゲがあり、そこへ勢い
よく踏み込んで 2㎝刺したのです。以来、私はヤシの
ような葉っぱを見るだけで足がうずき、自然と注意をす
るようになりました。
　一方、このような恐怖が思い出されない程度の怪我を、
私は繰り返している感じがします。その場合は作業に掛
かる時間を惜しむ気持ちの方が大きいらしい。例えばメ
ギやヤマウコギの剪定。最初は丁寧に作業をするのです
が、些細なチクチクに慣れるにつれて手が速くなってき
ます。速さは成果となり、気分は上昇して動きはやがて
雑なものへと変わります。トゲも「チクチク」から「ブ
スブス」になり、気がつくと血が滲み出ています。おそ
らくアドレナリンも出ており、この頃には、刺さってもい
いから早く仕事をし終えたいという気持ちに取り憑かれ
た私になっているのです。ちなみに皮手袋はトゲに対し
てすごく有効です。しかし、腕自体は守ってくれない上
に、厚手のものほど極端に動きが悪くなる。時間重視の
場合、結局は軍手を着用してしまいます。シュロ縄を扱

う際はそれさえもうっとうしいので、たとえカラタチな
どの恐ろしいトゲをもった植物であっても、結束作業は
素手で行います。また、もう一つ怪我の原因としてなか
なか免れ難いのが、トゲの有無を知らなかった場合。例
えば地面に植えられて大株になったブーゲンビレア。や
はり木本類なんだなと、感心しながら勢いよく茂みに手
を入れたとたん、深い引っかき傷が甲に刻まれてしまい
ました。成長が旺盛になると出てくる 2cmの硬いトゲ。
鉢のかわいい姿から、その存在を想像することができな
かったのです。
　色々な状況を考えてみると、怪我を防ぐ要は「慎重さ」
に尽きると思います。そして私に足りなかったものは、
それを生み出す「心のゆとり」でしょうか。日々の仕事が
時間に追われる成果主義であるのは事実なのですが、私
が怪我と引き換えに短縮させた作業時間など、実はたい
したものではありません。私はこの点についてしっかり
認識しないならば、いつか深刻な怪我を引き起こすかも
しれないと思います。しかし、そうは言いながらも、過去
に受けた傷を無駄なものだったとも思っていません。そ
のトゲに刺さること、血を流すことが、その植物を理解す
る方法の一つであったと考えるからです。事実、トゲは
植物の大事な一部であり、植物園にとってはまさに皆さ
んにお見せするべきものなのです。
　屋外にある砂礫地区画では、刺さるのと引っかかるの
が連鎖するジャケツイバラのカギ状のトゲが、蛇が絡み
合うように暴れています。そのすぐ後ろでは、サイカチ
の幹から凶暴で無秩序なトゲが噴き出しています。「怖
すぎるっ！なんて恐ろしいトゲ達だ！自然界では今後気
をつけよう！」と来園者に思ってもらうのが目的の一つ
です。しかし、もしかしたら、そのトゲの鋭さを体に刻み
込んでいる私こそが、今となっては誰よりも啓発されて
いるかもしれません。
…………………………………………………………………
著者プロフィール
二階堂太郎：1970 年生まれ。山形大学農学部林学科修士課
程修了。新潟市のらう造景（旧後藤造園）に入社、後藤雄行氏
に師事する。現在は筑波実験植物園の技能補佐員。屋外エリア
の管理と教育普及に携わる。樹木医、森林インストラクター。

森の休憩室 II
樹とともに

トゲに刺さる
二階堂　太郎

（にかいどう　たろう、国立科学博物館　筑波実験植物園）
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1.　はしがき
　樹木が、種子から発芽し、長い年月（数十年～数百年）

を経て、数センチメートルの稚樹から数十メートルを超え

る大木へと成長することは読者のみなさんご存じの通りで

す。しかし、われわれが日常的に認識できる時間の感覚と

比較すると、樹木が成長するうごきはとても遅いため、樹

木の成長を実感することはなかなか難しいと思います。成

長していることをはっきりと認識するには、時間の経過と

樹木の大きさを同時に測定して、数値の経時変化としてと

らえるのが最も一般的な方法だと思います。

　本稿では、時間の経過と樹木のサイズを測定して、1週間

～数年の間隔で、1年間もしくは数十年間にわたって、樹木

や森林の成長過程を調べた事例を紹介します。これらの事

例を通じて、地域・環境条件・樹種・人による取り扱いの

方法の違いによって、樹木・森林の成長の仕方が変異する

こと、また、変異のなかに意外な類似性がみられることを

示します。うごいていないように思える樹木や森林が徐々

に大きくなっていて、長い目で見れば「うごいている」こ

とを幾分かでもお伝えできれば幸いです。

　

2.　地域による成長期間の変異
　樹木が成長する様子を簡単に実感できる方法の一つは、

樹木の幹にメジャーを巻き付けて固定し、定期的に目盛を

読んでみることです。著者は、伸び縮みできるようにバネ

を取り付けたスチール製のメジャーを数本のスギの幹に巻

き付けて、1年間にわたって、1週間間隔（冬期は15日間隔）

で雨の日も風の日も測定を繰り返してみました。図_1には、

岩手県盛岡市におけるスギの幹周囲の長さの1年間の変化

を示します。3本のスギの成長量の大きさは、個体ごとに異

なりますが、成長している時期はおおむね一致しています。

盛岡のスギは5月～7月の期間に太っていることがわかり

ます。九州や関西のスギについて、同様の方法で測定され

た事例では、一年のうち4.5～ 5ヵ月間ほど太っているよ

うです。盛岡のスギの成長期間は2.5～ 3ヶ月程度であり、

九州や関西のスギよりも太る期間が短いといえます。この

簡単な測定から、①樹木が確かに成長していること、②同

一地域でのスギの成長期間が似ていること、③同じスギで

あっても、地域によって成長期間に違いがあることがわか

ります。本章の方法を使えば、自分が測定した期間について、

樹木のサイズの変化を知ることができます。

　

3.　樹種による樹高成長の変異
　自分が測定した期間よりも、もっと長い期間の樹木の成長

を知ることができる便利な方法として年輪解析があります。

図_1に示したように、温帯に生息する樹木には1年のうち

に成長の活発な時期とそうでない時期があるので、原則と

して1年に一つの年輪が形成されます。そのため、年輪の

数と幅を測定することで、過去の樹木の太さを1年間隔で

復元できます。また、一つの樹木について、複数の高さに

おいて、年輪の数と幅を測定すれば、太さだけでなく、樹

木の高さや体積の成長を復元することもできます。つまり、

樹木のうごき（成長）を、年輪を読むのに要した時間では

なく、読んだ年輪の数だけ長期的に知ることができます。

　図_2には、南九州の温帯性針葉樹林において年輪解析に

樹木・森林の成長
―変異性と類似性―

西園　朋広
（にしぞの　ともひろ）

（森林総合研究所　森林管理研究領域）
シリーズ
うごく森　17

図 _1　 3 本のスギにおける周囲長の推移
岩手県盛岡市で約 1年間測定した。
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ました。本章では、この固定試験地の長期的な計測から得

られたデータに基づいて、秋田地方のスギ人工林における

林分材積成長量の長期的な推移を調べた研究（Nishizono et 
al., 2008; 2010；西園 2010）を紹介します。

4.1.　 森林の地位と成長傾向との関係（Nishizono et 
al., 2008）
　森林の成長は多くの自然的環境要因（気象条件や土壌条

件など）に規定されます。林学において森林の成長を論じ

る場合には、多くの自然的環境要因の総合的な結果として

の林地生産力を「地位」という概念で表現します（西沢ら 

1965）。本節でもこれを踏襲し、「地位」を数値化した地位

指数を用いて林地生産力を表現します。地位指数は林齢40

年における上層樹高のことであり、大きいほど地位が良い

ことを意味しています。林分材積の平均成長量（（現存林分

材積＋累積間伐量）／林齢）の経時的推移を見てみると（図
_3）、平均成長量は林齢と共に増加した後に、ピークに達し

て、若干低下することがわかります。このピークに達する

林齢（以下、ピーク林齢と記します）とピーク時の平均成

長（以下、ピーク成長量と記します）について、地位指数

との関係をみてみると、地位指数が大きいほどピーク成長

量が大きく、ピーク林齢が若いことがわかりました（図
_3）。このことは、気象条件や土壌条件の違いに応じて、森

林の成長過程が変異することを意味しています。

4.2.　森林の間伐と成長傾向との関係（Nishizono et al., 
2008；西園 2010）
　樹木の成長は自然的環境要因のみでなく、人による取り

扱いの方法（植栽密度や間伐方法など）にも影響されます。

よってアカマツ、モミ、ツガの樹高成長を調べた事例を示

します（Nishizono et al., 2002）。この方法で60年以上の
長期の成長経過を復元できました。図_2は、この森林にア

カマツが侵入した時期がモミやツガよりも遅いこと、侵入

後のアカマツの成長が旺盛であることなどを示しています。

この森林では樹種によって成長の傾向が異なることがわか

ります。

　樹木の成長を知る上で魅力的な年輪解析ですが、万能と

いうわけではありません。年輪解析の欠点の一つとして、

森林が発達する過程で消失してしまった樹木や間伐されて

しまった樹木の情報を直接的に得ることができないことが

あげられます。そのため、年輪解析によって、枯損木や間

伐木も含めた森林全体の成長や動態を把握するには限界が

あります。

4.　 地位・間伐による森林の材積成長の変異
　森林全体の成長過程を知るための最も確実な方法は、森

林内に試験地を設定して、その中の全ての立木について定

期的な調査を継続的に行うことです。しかし、長期間にわ

たってデータを収集し続けることは多くの困難（人事異動

で担当者が変わり引き継ぎがうまくいかない、研究者が興

味を持つテーマが時代によって変化する、予算の算段がつ

かない等）を伴うので、この方法に基づいた長期的な森林

成長に関する研究は、わが国の主要林業樹種であるスギに

ついてさえ意外に少ないというのが現状です（西園ら 

2008）。

　幸運なことに、著者は、長い歴史のある固定試験地（寺

崎ら 1964）を先輩から引き継ぎ、担当を任される機会を得

図 _2　 霧島山系の皆伐跡地に成立した温帯針葉樹林に
おける樹高成長の推移

図 _3　 スギ人工林における地位の違いによる平均成長
量の推移の変異　　　　　　　　　　　　　　
実線は平滑化スプラインを表す。
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みてみると、全ての推移曲線が、比較的似通った形状を示

しており、間伐率が低から高に変化するにつれて右方向へ

規則的に変化していることがわかります。これらから次の

二つの性質があると考えられます。①成長の推移曲線のカ

タチには類似性がある。②地位と間伐によって成長の仕方

（推移曲線）が変異するのだけれども、変異には規則性がある。

　著者は、この類似性と規則性を表現するために、従来の

成長方程式（リチャーズ式とかベルタランフィー式と呼ば

れます）を拡張して、成長モデルを構築し、固定試験地か

ら得られたデータにあてはめてみました。その結果、間伐・

地位が林分材積の経年推移に与える影響を適切に表現でき

ることがわかりました。また、現実の森林におけるサイズY
と時間t を、モデル係数を使って新たなサイズY'と新たな
時間t'' に変換すると、地位の違いや間伐の有無にかかわら
ずただ一つの成長経過が得られること（図_5）が、このモ

デルからわかりました。よって、複雑に思えた森林成長の

変異の中に、共通の性質（類似性）を数理的に認識するこ

とができました。このモデルに従うと、林分材積の経年推

移に与える間伐と地位の影響を新たな視点から解釈するこ

とができ、次のような予測を導くことができます。「現実の

森林における林齢t が同じであっても、地位の違いや間伐の
実施がt' を変化させる。」例えば、林齢が同じであっても、
地位の良い林分では地位の悪い林分に比べてt' の進みが早
いために（図_5a、b）、平均成長量がピークに達するのが

早くなると解釈できます。また、間伐の適切な実施はt' を
若齢化させるので（図_5c、d）、平均成長量がピークに達す

るのを遅れさせると解釈できます。t'は、物理学的時間に対
する生物学的時間（篠崎 1977）を表しており、物理学的時

間t が同じであっても、間伐の実施や地位の違いが生物学的
時間t'を変化させると、筆者は考えています。複雑に思えた
森林成長の変異の中に単純な類似性を見いだすことで、森

林の成長現象を新たな視点から捕らえることができました。

6.　あとがき
　本稿では、樹木個体や森林全体の成長経過を調べた事例

を紹介しました。うごいていないように思える樹木は、実

際には毎年少しずつ大きくなっています。そのうごきかた

は、地域・地位・樹種の違いや人為の影響を受けて大きく

変異します。しかし、最後に示したように変異の中にも類

似した特性を見いだせる場合があります。変異性と類似性

の両面からアプローチしてみることが、樹木や森林の成長

現象のより深い理解につながるのではないかと最近著者は

本節では、その中で特に間伐を取り上げて、森林全体の成

長に与える影響をみてみたいと思います。間伐の実施度合

いの指標として、累積間伐率（調査期間中の累積間伐材積

／（現存林分材積＋累積間伐量＋累積枯損量））を用いて、

平均成長量のピークの位置と間伐との関係をみてみます。

全ての地位の林分を対象とすると、累積間伐率とピーク成

長量・ピーク林齢との間に関連は認められませんでした（図

示していません）。しかし、地位別にみてみると、地位の良

い林分（地位指数＞19.7 m）では、累積間伐率が大きいほ

どピーク林齢が高いことがわかりました（図_4）。この結果

は、人為が森林全体の成長に影響を与えること、地位によっ

て影響の現れ方が異なることを意味しており、森林の成長

が複雑に変異することを示しています。

5.　森林の成長傾向に認められる類似性（Nishizono, 
2010）
　2・3・4章では、樹木・森林が実際に成長していること

を実測データで示しつつ、地域・環境条件・種の違いや人

為の影響によって、成長の仕方が変異することを強調して

きました。本章では、少し趣を変えて、森林の成長につい

ての変異の存在ではなく、共通の性質（類似性）の存在を

強調する研究（Nishizono, 2010）について紹介したいと思

います。

　もう一度図_3をみてみると、確かに地位によって平均成

長量の推移は変異しているのですが、全ての推移曲線が、

比較的似通った形状を示しているのに気づきます。また、

地位が上から下に変化するにつれて左上から右下の方向に

規則的に変化していることがわかります。同様に、図_4を

図 _4　 地位の良いスギ人工林（地位指数＞ 19.7 m）に
おける間伐度合いの違いによる平均成長量の推
移の変異　　　　　　　　　　　　　　　　　
実線は平滑化スプラインを表す。
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図 _5　 成長モデルから予測した林分材積の推移（aおよび c）と時間軸・サイズ軸を変換した後の推移（bおよび d）
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はじめに
　全国の27大学に「演習林」という大学所有の森があります。
以前は林学系の極めて狭い範囲でしか利用されてこなかった
演習林ですが、近年では施設の有効活用や大学の社会貢献の
点から多様な利用がすすみ、子どもたちや市民を対象とした
体験学習の場や、学内においても林学以外のコースや共通教
育の授業などで使われるようになってきました。
　私が勤務する鹿児島大学演習林は、全国の演習林の中でも
特に森林環境教育の取組に力を入れ、この10年余りでさまざ
まな活動を行ってきました。本稿では、地域社会からの要請を
背景に、大学の教育研究と地域貢献を絡めながら進めてきた
鹿児島大学演習林の森林環境教育の取組（井倉 2003、井倉ら 
2007）、地域と連携した自然学校への発展（井倉 2007）、およ
び農山村の地域づくりへの関わり（井倉 2011）について、実
践的研究の経緯を紹介します。

演習林を活用した環境教育プログラムの開発と発展
　鹿児島大学演習林は1909年に創設され、全国でも有数の
歴史と3000ヘクタール余の大面積（全国27大学中5番目
の広さ）を有する演習林として、旧制高等農林学校時代から
林学教育・研究の場として活用されてきました。南九州の照
葉樹林と100年の歴史を持つ人工林という、自然的・人工的
資源を広く地域社会のために活用することを目的に、1999年
より地域の子どもたちや学生、市民を対象とした森林環境教
育プログラムを実施してきました。
　最初の取組は1999年、文部省（当時）が「全国子どもプ
ラン」の一つとして、大学施設に子どもを対象とした「大学
等地域開放特別事業」の実施を呼びかけたことから始まりま
した。このとき本演習林では「遊びの中から子どもたちに森
林のさまざまな側面を体験してもらい、豊かな情緒と森林へ
の認識を育んでもらう」という目的を掲げ、演習林の職員た

ちが知恵を出し合って手探りでプログラム作りを始めまし
た。
　記念すべき第1回は、1999年9月11日、「森のたんけんた
い」というテーマで実施しました。地元新聞に募集記事を出
し、小学生（4～6年生）とその保護者を30人ほど募集しま
した。内容は「ターザンあそび」と「川の源流探検」（写真
_1）です。自然の蔓を使ったスリル満点のターザンあそび、そ
して川の水につかりながら川の始まり（湧水）まで源流をた
どる冒険は、子どもたちにもその親たちにも大好評でした。特
に「川の源流探検」は、その後すべての森林環境教育プログ
ラムに、さらには大学の専門科目の実習にも取り入れられる
ようになり、子どもから大学生、大人までを対象とした、演習
林を代表する人気アクティビティへと進化しました。
　大隅半島の串良川は、下流では畜産の影響で「汚い川」と
して有名ですが、演習林はこの川の源流域にあります。「川の
源流探検」は、この「汚い川」の源流で素晴らしい清流を発
見することを通して、水の循環を体験的に学ぶことのできる
アクティビティです。串良川の始まりは、シラスの崖の高さ約
2 mの所から、幅約40 mにわたって小さな滝のように水がわ
き出しています。参加した小学生が「水のカーテン」（写真

現場の要請を受けての研究 17

シリーズ

持続可能な農山村の地域づくりに貢献する
大学演習林の森林環境教育プログラム

井倉　洋二（いのくら　ようじ、鹿児島大学農学部附属演習林）

写真 _1　 全身濡れながら源流を目指す「川の源流探検」
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持続可能な農山村の地域づくりに貢献する大学演習林の森林環境教育プログラム

に関する研究は、主に「こども森林教室」のプログラムを対
象としてやってきました。一例として2学期の「森の探検隊」
のプログラムのねらいや活動内容を表_1に示しました。プロ
グラムのねらいは学校の総合学習全体のねらいと合致するよ
うに定め、それに基づいて各アクティビティ－を起承転結を
持たせながら組み立てていきます。毎回、参加児童と先生にア
ンケートを取り、プログラムの効果を確かめるとともに毎年
必要な改良を加えていきました。その結果、参加する学校の教
育と大学教育の両方に効果的な、演習林ならではのプログラ
ムへと発展しました（井倉・芦原  2007）。
　クラスを6班に分け、班ごとに指導者がつきますが、プログ
ラムの大部分は班単位で実施するため、指導者1人1人の力
量が必要となります。当初は指導者のほとんどは演習林の職
員でしたが、これに少しずつ学生が加わるようになりました。
1日に1クラスの受入のため、2日間または3日間の繰り返
し実施により、指導者のスキル向上という効果が大きく、特に
学生に対しては、森林環境教育の指導者養成プログラムとい
う役割を持ち、後に授業としても学生が参加するようになり
ました（写真_3）。

「自然学校」開校による地域交流の新たな展開
　以上のような演習林での森林環境教育の取組について、そ
の成果をあらためて振り返ってみると、参加した子どもたち
の豊かな感性と知的好奇心を育んだこと、そして学生たちは、
活動を通じてコミュニケーション能力、表現力、創造力、企画
力等、さまざまな能力を向上させたことがあげられます。前者
は、地域の学校教育や社会教育に貢献していることになり、後
者は大学教育に貢献していることになります。特に学生の学
びは、日常的な大学の講義や実習では決して含まれない内容

_2）と名付けてくれました。その児童は串良川の下流に住ん
でいて、そのおいしい水を水筒に詰めて翌日学校で友達に自
慢したそうです。「串良川の水だよ、おいしいんだよ」と言っ
て飲んで見せたところ、友達はびっくりしたといいます。その
児童が後日手紙で知らせてくれた話ですが、このような参加
者の反応に接すると、演習林が持っている素材とこの手作り
のプログラムが、どうやら素晴らしく価値のあるものらしい
という手ごたえを持つようになり、このことがその後の取組
の発展への原動力となりました。
　「こども森林教室」は、地元垂水市内の小学校からの要請に
よって2000年度から始まりました。学校と演習林が連携し
て、総合学習の時間を使って演習林で体験授業をするもので、
市内最大の垂水小学校では、5年生（2～3クラス）の総合
学習は演習林での活動と決められ、毎年欠かさず12年間続い
ています。1学期に「川の源流探検」、2学期に「森の探検隊」、
3学期に「林業体験」という3つのプログラムを実施してい
ます。
　子ども向けの森林環境教育プログラムの開発・実践・評価

写真 _2　串良川源流の湧水「水のカーテン」

表 _1　森の探検隊の内容

タイトル 森林自然調査隊 2「森のたんけんたい」

ねらい
①森の自然に親しむ
②森のさまざまな生き物のつながりと森の働きについて知る
③たくさんの不思議を発見する

指導者 演習林教職員 2名、自然学校職員（垂水市社会教育課）2名、学生 7名
日　時 2011 年 11 月 15 日～ 16 日　9：00 ～ 16：00
対象者 垂水小学校 5年生 2クラス　65 名

アクティビティ
活動内容

①森ってなに？：室内で「森にあるもの」をカードに書いて並べる
②森の散策：五感を使って森の自然とふれあう
③土のふしぎ：土壌の生き物調査、浸透実験、森の働きを知る
④ドングリとネズミ：ドングリ－ネズミ－フクロウの食物連鎖を知る
⑤ネズミと自然：食物連鎖をゲームで体験する
⑥山の神参り：昔からの人と森林の関係について知る
⑦森ってなに：新たに発見した「森にあるもの」を加えて森を完成させる
⑧ふりかえり、発表



41

持続可能な農山村の地域づくりに貢献する大学演習林の森林環境教育プログラム

科学技術、人材等）を活用した環境教育・ESD(Education for 
Sustainable Development)プログラムを通して、大学生、児童
生徒、地域住民および一般市民等が互いに学び合うことによ
り、大学の教育研究と垂水市の学校教育・社会教育および大
野地区の活性化に貢献することが目的です。図_1は自然学校
参加者相互の関係を示していますが、演習林や大野地区を
フィールドにしたさまざまな活動に、垂水市内の小・中学校
が総合学習や宿泊学習として参加します。大学からは授業や
ボランティアで学生が参加します。自然体験活動を学生が子
どもたちに指導したり、大野住民が農業体験を指導するなど、
様々な交流を通してお互いに学びあうのです。
　自然学校の活動には、学校からの依頼による総合学習での
体験授業や、教育委員会や子ども会からの依頼による自然体
験、環境学習などの受け入れ事業、夏休みのキャンプや農業体
験、指導者養成研修などの主催事業、集落のお祭りや運動会に
参加したり高齢者からもの作りを習ったりする地域交流事業
などがあります。この5年間でたくさんの子どもたちに利用
してもらい、大きな成果をあげてきました。1年目に、学生ボラ
ンティアサークルである「たかくま森人クラブ」を立ち上げ、
多くの学生が自然学校の活動を支えてくれました。同時に、学
生たちにとって自然学校は自身を成長させる場でもありまし
た。最近では学生の地域交流がすっかり根づき、集落の伝統芸
能である「棒踊り」を稽古して豊年祭で住民と一緒に踊るな
ど、集落の様々な行事には学生の参加が欠かせないものにな
りました（写真_4）。

持続可能な農山村の地域づくりを目指して
　大野ESD自然学校がスタートして、地域住民の協力により、
農業体験や大野の暮らしと文化を体験するプログラムも実施
できるようになりました。環境教育にとって、自然体験と生活
体験といういわば車輪の両輪が揃うことになったわけです。
私は、この数年地域住民と交流しながら自然学校活動をして

であり、社会人力を育む「新しい大学教育の創造」と言って
もよいでしょう。すなわち、これらのプログラム開発と実践評
価の研究を含めて、大学の教育研究と地域貢献が同時に進む
活動であったといえます。
　このような活動をもっと広げたいと思いました。特に、地域
の学校教育に役立つ「こども森林教室」のような活動を一年
中できれば素晴らしいです。そのためには、大学教育とも絡め
て、学生が多勢参加できるような体制が必要です。そのような
想いを持っていた頃、演習林の地元である垂水市大野地区で
は、地域コミュニティーの中心でもある学校（大野小中学校）
が閉校になることが決まりました。2005年のことでした。大
野地区は、1914年の桜島大噴火後に新たに開拓され、演習林
とともに歴史を刻んできた集落ですが、日本中のほとんどの
農山村と同様に過疎高齢化が進み、学校を維持できないほど
子どもの数が減少していました。学校の閉校は今では珍しく
ありませんが、垂水市にとっては初めてのことで、学校を失う
集落も、廃校にする行政も、いかにその後の地域を元気にする
かということを模索していました。
　そこで生まれたのが「自然学校」という構想です。閉校に
なる大野小中学校を拠点に、演習林で行っていた森林環境教
育のプログラムを専門的に行うのです。この計画は、当時の市
長や教育長から全面的な賛同を得て、実現する運びとなりま
した。2006年3月末に閉校した大野小中学校には、4月から
垂水市の職員が2名（社会教育課の所属）配置され、早速自
然学校の活動を開始しました。「大野ESD自然学校」という
名称で、夏休みを中心にキャンプ等の主催事業を多数開催し、
またこれまで演習林の事業だった「こども森林教室」なども
演習林職員と協力して実施しました。
　大野ESD自然学校とは、鹿児島大学と地域（垂水市、大野
地区）が連携し、それぞれの資源（森、水、農林業、伝統文化、

図 _1　大野ESD自然学校の関係図
写真 _3　 森の中で学生リーダーと班の子どもたちのふ

りかえり
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おわりに
　最後に、今後の方向性についてもふれておきます。農山村を
持続させるのに必要なものは生業です。農山村から若者がい
なくなり、過疎高齢化の一途をたどるのは農業だけで生計を
立てていくことが厳しいからです。しかし一方で、田舎暮しを
志向するIターン者の増加、グリーンツーリズムや体験型教育
旅行の増加など、都市から農山村へ向かう新たな風も吹き始
めています。このような新たな動きの担い手として、また、農
山村が抱える課題を解決することを通して新たなビジネスを
生み、生業を作り出すことが、実はいま自然学校に期待されて
いることでもあります。NPOや社会的企業などが、公的資金
も受けつつ、教育、地域づくり、観光、販売、特産品開発、福祉な
ど、あらゆる分野で地域に根ざしたビジネスをおこし、新たな
生業を生み出そうとしています。これらはコミュニティービ
ジネスあるいはソーシャルビジネスと呼ばれ、ローカルで小
規模ですが、まさにこれから持続可能な未来社会をつくるた
めの重要な産業になると、私は期待しています。この仕事を志
す若者は、自ら起業する高いモチベーションと総合的な能力
が必要となるでしょう。森林環境教育を通じて、この新しい未
来型の人材を育成したい、と私は考えています。

引　用　文　献

井倉洋二（2003）大学の森の森林教育―鹿児島大学演習林の

とりくみ―．森林科学37：33_38.
井倉洋二（2007）大野ESD自然学校～鹿児島大学と地域が連

携した新しい自然学校の取り組み～．自然体験学習実践

研究1（1)：103_114.
井倉洋二・芦原誠一（2007）大学演習林と小学校の連携によ

る総合学習の実践―児童と学生が共に学ぶ森林環境教育

プログラムの効果―．鹿児島大学農学部演習林研究報告

35：49_60.
井倉洋二・芦原誠一・松野嘉昭・松元正美・野下治巳・内原浩

之・枚田邦宏・福満博隆（2007）鹿児島大学演習林にお

ける森林環境教育プログラムの展開．鹿児島大学農学部

演習林研究報告35：65_71.
井倉洋二（2011）大学の森の森林環境教育と自然学校 ―持続

可能な農山村の地域づくりを目指して―．野外教育情報

19：64_71.
共存の森ネットワーク（2009）聞く！からはじめる森づくり

～森と人と世代をつなぐ地域づくりマニュアル～．37pp.

いく中で、森林環境教育は「持続可能な農山村の地域づくり」
に深くつながっていることを実感するようになりました。
　人類の暮らしは、昔から森林と密接に関わっており、家はも
ちろん、家具や暮らしに必要なほとんどの道具も木からでき
ていました。燃料ももちろん木です。私たち日本人は、豊かな
森のおかげで、木を最大限に利用しながら、暮らしの技術や知
恵を受け継ぎ、地域の文化を育んできました。ところがこの半
世紀の間に、私たちの暮らしは森ではなく、化石燃料などの地
下資源に依存するようになり、快適な暮らしと引き換えに大
量に出るゴミや二酸化炭素は、地球温暖化や環境破壊をもた
らしています。このままでは、人類の未来はきわめて危機的で
す。持続可能な未来社会をつくることが人類共通の喫緊の課
題であり、そのためのアプローチの一つとして、私たちは森と
共存し、森の恵みを利用した暮らしをもう一度手に入れる必
要があるのではないでしょうか（共存の森ネットワーク
2009）。
　農山村には、自然と共生した暮らしの文化や知恵など、都会
では失われたたくさんの「持続可能な要素（例えば食料・燃
料・生活道具などを自給できる物的要素と、住民の間で助け
合う結いやもやいなどの精神的要素）」が残されています。そ
れらを失うことなく、持続可能な社会づくりのモデルとして
活かしていくことが、いま求められているのです。そのために
は、農山村社会が過疎で絶えることなく、元気よく持続してい
くこと、地域の自然と暮らしと文化が受け継がれていくこと
が必要です。そして、そのために様々な活動を行うのが自然学
校であり、そのために行われるあらゆる教育的活動が森林環
境教育と言ってもよいのではないかと思っています。つまり
「持続可能な農山村の地域づくり」は森林環境教育の大きな
目的の一つと言ってもよいでしょう。

写真 _4　豊年祭で住民と一緒に学生が棒踊りを奉納
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　年輪として現れる樹幹の肥大成長は、
季節や年のスケールで考えることが多
い。一方、幹の精密な連続測定によって、
その太さは昼夜ごとに周期的な変動をす
ることがわかる。この変動は幹を構成す
る細胞が水分状態の変化によって膨張・
収縮することによっておきる。太さ（周
囲長や直径）の微量の変化は、「変位」
として様々な手法で測定できる。測定装
置の例として、差動トランス式変位変換
器（電磁誘導による電圧から変位を検
出）、ひずみゲージ（電気抵抗によりひ
ずみを検出）やデンドロメータが多く用
いられている。しかし、これらの装置は、
測定精度に限界がある上、樹木に固定し
なければならない。これらの問題点を克
服した、高精度で非接触式のレーザを用
いた装置がある。本稿ではそのひとつで
ある「統計干渉システム」を紹介する。
レーザによる測定法
　統計干渉システムは埼玉大学の門野博
史教授が考案した手法で、従来のレーザ
式変位計とは異なる以下の原理によるも
のである（Kobayashi and Kadono，2010）。
レーザで粗面物体を照射した時に、ラン
ダムな散乱場が発生する。この散乱場を
統計的に解析することで、2本のレーザ

の形状による制限を受けないため、様々
な試料に対して比較的簡便に測定できる
という特徴がある。統計干渉システムは、
( 株 ) 東洋精機製作所からナノメータ微
小変位計測システムとして市販されてい
る。
樹幹の周囲長の測定例
　実例として、樹幹の接線（年輪）方向
の長さである周囲長の変位の測定につい
て以下に解説する。材料はクロマツ苗木
（4年生、直径 2cm）を用いて、ガラス
温室内で連続測定を行った。統計干渉シ
ステムによって、2本のレーザ（半径 1.5 
mm）を樹皮に照射し（図 1）、解析を毎
秒 2回行った。この際、レーザの照射部
を黒マジックで塗布し、ノイズによる乱
反射の影響を低くした。なおレーザは緑
色であり、照射部位の温度が上昇するこ
ともなく、樹木への影響は極めて少ない。
　測定結果から、樹幹周囲長の変位は、
測定開始時をゼロとすると、±60μm
の幅で周期的に変動したことがわかった
（図 2）。変位が昼間に減少、夜間に増加
する日変化を示したことは、樹幹が昼間
に収縮、夜間に膨張したことを意味する。
また、周囲長の変位は実験開始2日目の
昼間の潅水によって急激に増大した（図2）。

これらの変動のパターンは、ひずみゲー
ジからなる接触式変位計を用いた直径変
化の測定結果とほぼ一致した。レーザに
よる測定距離（3 mm）当たりの変位の
速度（変化率、単位 nm/mm秒）を計算
したところ、この変化率においても変位
と連動した日変化が見られた。変化率の
変動の幅は、昼間に大きく（±30 nm/
mm秒）、夜間は小さい（±10 nm/mm秒）
という傾向にあった。樹幹周囲長の変位
と変化率は、葉の蒸散量変化や樹幹の通
導障害など、樹木の水分状態による影響
を受けたと考えられる。
　統計干渉システムは、高精度・非接
触・非破壊という利点から、今後様々な
樹木の特性評価への適用が期待される。
樹木の水分状態のモニタリング、樹病に
よる衰退・腐朽の度合いの測定、成長解
析、さらには木材の変位測定においても、
有用な手法となるであろう。
　末筆ながら、測定にご協力いただいた
（株)東洋精機製作所の小林幸一博士と京都
大学の石田　厚教授に感謝の意を表する。

引用文献

Kobayashi, K., and Kadono, H. (2010) 
Expansion of the dynamic range of 
statistical interferometry and its 
application to extremely short- to 
long-term plant growth monitoring. 
Applied Optics 49: 6333-6339.

レーザで樹木の太さの微量変化をはかる
高梨　琢磨（たかなし　たくま、森林総合研究所）

図 -1　 統計干渉システムによる測定時の写真とク
ロマツ樹皮におけるレーザ照射部の模式図

図 -2　樹幹周囲長の変位の測定結果

ビーム間の測定距離における
変位を検出する。このシステ
ムはレーザを用いるため、非
接触・非破壊という大きな特
徴を持ち、サブナノメートル
オーダ（1μmの 1万分の 1）
という高精度でリアルタイム
計測が可能である。この測定
の範囲が近年拡大され、植物
等生物試料の測定が容易に
なった。実際、イネ他農作物
の葉において測定の実例があ
る（Kobayashi and Kadono，
2010）。また、このシステム
は光学素子の精度や測定対象
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　本書では和歌山県の神島（田辺市）周
辺の照葉樹林の重要性や長期的な変化の
過程とその原因および現在の状態などに
ついて語られている。表題にもあるよう
に、南紀の自然を愛しその保全に努めた
南方熊楠の資料・活動・功績に触れなが
ら、自然が破壊されつつある現状に警告
をならしている。余談であるが、2011
年 3 月 11 日の東日本大震災以前に書か
れたはずの本文で、（東北地方について
ではないが）津波への注意喚起がなされ
ていたことは非常に暗示的であった。解
説している中身についても、植物・昆
虫・動物など多岐に渡っている。私は著
者とは面識がなくよく存じ上げないが、
専門がどのようの分野だったのか気にな
るところであった。本書の主題となって
いる神島は「おしま」と「こしま」のふ
たつの島で構成されているが、それぞれ
を別のものとしてではなく、お互い影響
し合っていると考えている。さらには神
島だけでなく、陸地の山・海・島などの
地域の自然全体が互いに影響し合って構
成されているという捉え方をしている。
まさに生態学的なものの見方をしている
点は印象的であった。
　しかし、一読後の率直な感想を述べる
と、心にスーッと染みこんでいくような
共感とは異質な違和感を少し感じた。森
林や自然を語る著者らの指摘が、経験的・
観念的な方向に偏っているように感じた
ためかもしれない。一例だが、原生林に
関して（そもそも日本でなにを原生林と
みるかも曖昧であるが）、本当の原生林で
芽生えて大木まで育ったものは必ず幹が
曲がってゆがんでいると指摘している。
部分的にはそうかもしれない。しかし、
幹が通直な大木があればそれは原生林で
はないと判断できる、とまで言い切って
いるのは観念的に過ぎるという気がして
ならない。私たちのように森林の研究に
携わる者は、野外で調査して得られたデー
タを基に結論を導く。文献による補足は
あるものの、示されたデータがそう結論
づけるに十分かどうかのみによって、結
論が正しいかどうかを判断する。多かれ

熊楠の森―神島

後藤　伸・玉井済夫・中瀬喜陽著、
農山漁村文化協会、2011 年 2 月、
201 ページ、2100 円（税込）、ISBN
978-4-5401-0164-9

少なかれそういったものの見方に慣れさ
れている。そのために、経験的に自然の
姿を結論づけている記述に違和感を覚え
たのかもしれない。しかし、よくよく考
えてみると本書は科学的な学術論文では
ない。そうした論文を読み解くような堅
い頭で読む方が間違っているのであろう。
最初は表紙の帯にある「魚は緑が好きや」
という言葉にも違和感をおぼえた。これ
は山と海のつながりを経験的に知ってい
る漁師が比喩的に表した言葉であった。
こんなことにもひっかかるくらい固い頭
で読んでいたのかもしれない。
　本書は、全編を通じて南紀の照葉樹
林・自然を愛し、将来まで残していきた
いという著者らの熱い思いで貫かれてい
る。自然に対する姿勢も、謙虚である。
人間も自然の一員に過ぎず、「自然を畏
れ、自然を尊敬し、自然に学ぶという思
想」が日本には根付いていたと指摘する。
それが、近代の物質的豊かさを追い求め
る課程において、自然を保護するといっ
たような人間優位の考え方が広まってき
たと憂いている。人は自然を保護してや
るような優位な立場ではない。自分も人
工林をどう扱うかというテーマでは、や
り方次第で人工林の多くの部分をコント
ロールできるかもしれないという錯覚に
陥りがちであったことに気づかされた。
改めて自然に向き合う姿勢について考え
るよい機会となった。
　本書は、著者らの南紀の照葉樹林・自
然に対する思い・憂いを素直な気持ちで
感じ取るのがよいかもしれない。「はじ
めに・方法・結果・考察」の順にものご
とを考えがちな堅い頭をすこし柔らかく
解きほぐして。これまで南九州の一部の
照葉樹林に関わってきた自分にとって、
南紀の照葉樹林に関する知識の薄さを痛
感させられたと共に、是非一度当地を訪
れてみたいという思いに駆り立てられた
書でもあった。

齊藤　哲
（森林総合研究所植物生態研究領域）

いるだけでもおもしろく楽しい本であ
る。副題に「日本の暮らしを支える樹木
たち」とあるが、その名の通り「布や紙
になる木」、「建築材になる木」のほか街
路樹や庭園樹になる木といった章立てに
加えて、一般の人にも身近な木々につい
て「祈りの木」とか「食を支える木」と
いった、通常の樹木を紹介した本にない
構成がなされている。個々の樹木につい
て使われ方や、生態的特性などの必要事
項が的確に記されているに加えて、カヤ、
クワやヤドリギなどに代表される挿話
は、これまでの諸本で記されてきたもの
を形を変えて取り上げるというものでな
く、新しい視点、独自のとらえ方がなさ
れていて、十分に楽しめ、新たな知識を
得ることができるものとなっている。特
に、その中には、万葉集などからの和歌
が７，８首、俳句・川柳が３首のほか、
童謡なども随所に挿入され、記載内容に
変化を与えてくれているだけでなく、親
しみを持てるよう、また、木々をより深
く理解することができるよう工夫がなさ
れている。
　著者は、大日本山林会副会長である田
中潔氏。ご専門は樹病学である。至る所
に、それに関する知見がちりばめられ、
例えば、ヤマモモは細菌性こぶ病の有無
が樹種判別に役に立つなど、なるほどと
感じ入る情報も多い。数多く掲載されて
いる写真は、現像を依頼された出入りの
写真屋もうならせるほどの構図とプロも
どきの高い撮影技術が賞賛されていた
が、まさにその通りで、しかも撮影月日
を明記し、観察時期の目安となるような
配慮もなされている。もう一つ特筆すべ
き点がある。それは、多くの樹種につい
て花言葉が記されていることである。樹
木の花言葉、特に花が目立たない樹種に
ついての花言葉は、私の知る限りあまり
知られていなかったように思う。こうし
たことについても、こまめに調べ上げ、
とりまとめてくださった有り難い本とい
える。
　現在、森林関係の学科に入学してくる
学生の中には、スギの判別はもとより、
俳誌の名でも知られているはずの馬酔木
（アセビ）の名も知らないものも多い。
アカマツ、クロマツといった樹種も遠い
存在になってきた。ちなみに、クロマツ
の花言葉は不老長寿、向上心、そしてア
セビのそれは献身だそうな。樹木をより
身近に感じてもらえるよう、物知りにな
れるよう学生にも一般の人にも、森林・
林業に携わっている人にも“知っておき
たい 100 の木”は、お奨めの一冊である。

佐藤　明
（東京農業大学森林総合科学科）

知っておきたい１００の木
―日本の暮らしを支える樹木たち―

田中　潔著、主婦の友社、2011 年 7 月、
160 ページ、1,680 円（税込）、ISBN
978-4-0727-8497-6

　この本は、“主婦の友”から出版され
ている。従って、一般の人を対象に書か
れている本である。しかし、森林・林業
に携わる人にとっても、読んでも、見て



読者の皆様からのご意見を募集しております！！

　森林科学編集委員会では、読者の皆様の声を反映した誌面作りを心がけています。さらに一層親しみ易い「森
林科学誌」を作っていくために、皆様のご意見を伺えたらと考えています。つきましては、下記のアンケートに
ご記入いただき、FAXあるいはメール等にてお気軽にお送り下さいますようお願い致します。

1．　性別　（　）男　（　）女　　　年齢　　　　歳

2．　職業　（　）林業家　　　　　　　（　）森林関連事業体職員　　（　）会社員　　　（　）公務員
　　　　　（　）森林関係団体職員　　（　）大学教員　　　　　　　（　）高校教員　　（　）小・中学教員
　　　　　（　）研究機関職員　　　　（　）学生　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　）

3．　本号の記事で興味を持った記事、印象に残った記事（複数回答可）
　（　）特集　　　　　　（　）森めぐり　　　　　　　　　　（　）フォーラム
　（　）森の休憩室Ⅱ　　（　）現場の要請を受けての研究　　（　）うごく森
　（　）森をはかる　　　（　）北から南から　　　　　　　　（　）Information

4．　本号記事についてご意見があればご自由にお書き下さい。

5．　以下の最近の特集記事で面白かったものをお知らせ下さい（複数回答可）。
　（　）森を歩く（64号）　　　　　　　　　　（　）森林の生物多様性（63号）
　（　）遺伝子から読み解く森林（62号）　　　（　）深刻化するシカ問題 ―各地の報告から―（61号）
　（　）REDD+ 熱帯林を保全する新たな取り組み（60号）　　（　）その他（　　　　　　　　　　　　　　）

6．　今後取り上げて欲しいとお考えの記事（企画）をお知らせ下さい。

7．　購読会員の方におたずねします。本誌をどのようにして知りましたか。
　（　）パンフレット　　（　）知人の紹介　　（　）シンポジウム会場等　　（　）学会等のホームページ
　（　）その他

8．　「森林科学」の記事・編集に対するご意見をお聞かせ下さい。

　送り先　　FAX：03_3261_2766　日本森林学会事務局
　　　　　　メール：tomokun@affrc.go.jp　編集主事　高橋與明
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　マツ科のトウヒ属にヒメバラモミ

(Picea maximowiczii) という針葉樹があり
ます。本州の長野県と山梨県の一部にだ
け分布して母樹サイズの個体数は約
1,600 個体と推定されることから、絶滅
危惧種にリストされています。自生地の
大部分は険しい山岳地ですから、一般の
人はまず目にすることがない「幻の樹木」
といえるでしょう。私が測定したヒメバ
ラモミの最大のサイズは直径 1.2 m、樹
高 45 m ですから、こうした巨樹を見つ
けたときの喜びは何ともいえないものが
あります。一方、その球果は最終氷期の
植物遺体として本州中部で広く産出して
おり、生きている樹木より化石のほうが
知られている「生きている化石」ともい
えるでしょう。こうした絶滅危惧種はな
んらかの原因で減少しているのですが、
人為的な増殖となると話は違います。
　私はヒメバラモミの保全に関する研究
のひとつとして、球果サイズの測定をお
こなっていました。2005年は特に頑張っ
て 5,000 個以上のヒメバラモミの球果を
採取しました。そして測定だけではもっ
たいないので、天然更新の可能性を検討
するため、実際に種子から発芽させてみ
ることにしました。以前に同じ地域に分
布するヤツガタケトウヒで試みたとこ
ろ、発芽はしてもその後の生育が難し
かったので、ヒメバラモミの生育も難し
いだろうと想定していました。そもそも
採取した母樹の生育地 ( 長野県川上村・
南牧村 ) は年平均気温が 6 ℃ぐらいの寒
冷地ですから、年平均気温が 12 ℃を超
える茨城県つくば市の森林総合研究所の
環境とは大きく異なります。ところが、
まず予想以上の発芽率を示しました。充
実種子数と比較すると、100％に近い発
芽率でした。最終的には 7,000 ほどのヒ
メバラモミの実生が発芽しました。夏場

の暑さに耐えるか心配ですが、こうなる
と屋外で大きく育てたくなります。家系
や育て方によって違いはありましたが、
苗畑で丁寧に育てると発芽 5年後も最大
で 60％以上の実生が生存しました。ま
た、70 cm を超える高さに成長したもの
もありました。
　こうして発芽から稚樹の生育の段階で
深刻な問題がないことが確認出来ました
ので、当初の試験目的は達成です。暖地
でも生育可能というおまけ付きです。た
だ、育てた苗木をどうしようかという問
題が生じました。2011 年段階でまだ
1,000 本以上のヒメバラモミの苗木があ
ります。さすがにこの数の苗木をそのま
ま苗畑に置いたり、捨てたりするわけに
はいかず、今後の活用を考えなければな
りません。まず考えたのが現地での植栽
です。種子を採取した産地のひとつは、
ヒメバラモミの分布の東限である長野県
川上村梓山です。母樹サイズの個体数は
20 個体ほどしかありませんので、自生
個体の周囲に植栽すれば現地保全に有効
です。そこで管理している梓山林野保護
組合に相談すると、快く引き受けてもら
いました。実際に何処に植えるのかはこ
れからのことですが、有効に活用しても
らえそうです。
　また他にも良い活用方法はないかとい
うことで幾人かの知り合いに相談したと
ころ、東北大学の鈴木三男教授が話に
乗ってくれました。鈴木教授は現世より
も化石のほうのヒメバラモミが専門です
が、植物園協会を通してその加盟機関に
配布してみることになりました。配布希
望の募集をすると、北は宮城から南は高
知まで計 25 機関の植物園などから応募
がありました。高知での生育はちょっと
心配ですが、送った苗木が今後どのよう
に生育していくのか、今後が楽しみです。

　ここ 3 年間、1 年に 80 日のペース

で山に入っています。今日（12/9）の
山は初冠雪でした。山では、測量をした
り、落ち葉を集めたり、川の水を採った

やれば出来る　絶滅危惧種ヒメバラモミの増殖

勝木　俊雄（かつき　としお、森林総合研究所多摩森林科学園）

ところで、今回植物園協会を通して送っ
た苗木はおもに長野県野辺山の農家に植
栽されていたヒメバラモミ並木からとっ
た種子に由来します。この並木は約 90
年前に防風林をつくるため近辺からの山
取苗を植えたということです。しかしこ
の近辺で現在確認されているヒメバラモ
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B級グルメのついでに演習林視察は
いかがでしょうか

芳賀　弘和（はが　ひろかず、関西支部、鳥取大学）

ミの母樹は 10 個体もありません。場合
によると、野生では絶滅するヒメバラモ
ミ集団を現地外保全する事例となるかも
しれません。普段は絶滅に向かうネガ
ティブな現象を観察するだけなので、こ
うした増殖の事例に関わると嬉しくてな
りません。

育研究林（長いので、蒜山演習林と書く
ことにします）です。蒜山演習林は面積
が 570 ha あり、その 6 割がコナラ、ク
ヌギ、ブナといった落葉広葉樹林です。
4人のスタッフが、チェーンソー、パワー
ショベル、ブルドーザなど様々な機械を
使って、現場の維持・管理に努めていま
す。
　2011 年は、年明け早々の記録的な大
雪と台風 12 号の大雨がもたらした土砂
崩れによって、蒜山演習林の林道が閉ざ
されてしまいました。しかし、スタッフ
の連係プレーにより、大雪の際には林道
（演習林事務所から調査地までの約 3 km
の区間）の雪が重機で取り除かれ、土砂
崩れの際には迂回路がつけられ、お陰で
私たちの調査にはほとんど支障が出ませ
んでした。いずれの対処も私の予想を遙
かに上回るスピードで行われ、スタッフ
の高い技術力に感心しました。同時に、
演習林内で継続的にデータをとるために
は、林内で起きる災害に対してある程度
自前で対処できる体制が現場には不可欠
だと感じました。蒜山演習林では、災害
のみならず林内で何か起きた時には、現
場のスタッフがすぐに対応してくれます
が、これは現場が暇だからというわけで
はありません。現場はとても忙しくして
います。学生実習の受け入れはもちろん
のこと、間伐材の搬出・製材、椎茸の栽
培、林道の整備など日常の業務はたくさ
んあります。これらの業務を調整しなが
ら緊急時の対応や私たちの研究補助に尽
力してくれています。
　演習林では、利用者の教育、研究、学
習にいかに貢献するかということが重要
です。つまり、学生、教員、地域の人な
どに積極的に演習林を利用してもらうた
めに、独自性のある試験地、面白い研究
材料、魅力的な散策道というような利用
者の興味をひく“山”を用意することが

重要です。蒜山演習林では、1970 年代
に設けた広葉樹造林に関するユニークな
試験地がいくつもあります（詳しくは、
鳥取大学の紀要「広葉樹研究」を参照し
て下さい）。また、伐採した樹木を板や
柱に加工するための製材機やパネルソー
を備えています。さらに、広葉樹林を活
かして椎茸原木を生産したり椎茸を栽培
したりするノウハウがあります。つまり、
蒜山演習林は、枝打ち、間伐、植林など
を体験する一般的な林業実習にとどまら
ず、製材、加工、特用林産物の生産・出
荷を体験できる“山”があります。また、
苗木づくり、間伐、製材、椎茸栽培、実
習受け入れ、研究補助、林道の維持管理、
災害復旧など、多岐にわたる業務を自前
でこなすことのできる現場スタッフの存
在も蒜山演習林の“山”の魅力です。
　何かにつけて予算と人員の削減を求め
られる昨今、蒜山演習林の現場のように
数百 ha の土地を抱えているにも関わら
ず数人しかいないような現場は、風前の
灯火と言えるかもしれません。しかし、
それが小回りをきかせフル稼働で業務を
こなしている現場の灯火であるならば、
その火を消してはならないと感じます。
蒜山演習林の現場には、“ヒゲのおっちゃ
ん”の愛称で学生たちに親しまれている
ベテランスタッフがいます。現場の安全
確保や業務管理は彼の頑張りに依るとこ
ろが大きく、ヒゲのおっちゃんは現場の
火の守役的な存在です。初冠雪の山で今
日も淡々と働くヒゲのおっちゃんの姿を
見ながら、研究活動を通じて少しでも現
場の火を勢いづけることに貢献できれば
と思いました。
　巷では、蒜山焼きそばという B級グ
ルメが大人気です。読者の皆さんも、焼
きそば巡りのついでに蒜山演習林の視察
などいかがでしょうか？

りしながら、学生たちと野外調査に取り
組んでいます。この山は、岡山県北部の
蒜山（ひるぜん）地域にある鳥取大学農
学部フィールドサイエンスセンターの教
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特集
　樹木の根（仮）

森めぐり

スコットランドの森 Culbin （仮）

森林科学 65は 2012 年 6月発行予定です。ご期待ください。

予告

お知らせ

・「森林科学」では読者の皆様からの「森林科学誌に関する」ご意見やご質問をお受
けし、双方向情報交換を実践したいと考えております。手紙、fax、e-mail で編集
主事までお寄せ下さい。

・日本森林学会サイト内の森林科学のページでは、創刊号からの目次がご覧いただけ
ます。また、バックナンバー（完売の号あり）の購入申し込みもできます。

・56 号以降については、森林学会会員の方は別途お送りするパスワードでオンライ
ン版をご利用になれます。パスワードに関するお問い合わせは編集主事へどうぞ。

編　集　後　記

森林科学編集委員会

委員長　田中　　浩　（森林総研）

委　員　高橋　與明＊（経営/森林総研）

 壁谷　大介＊（造林/森林総研）

　　　　藤田　　曜　（動物/自然環境研究セ）

　　　　清水　貴範　（防災/森林総研）

　　　　谷脇　　徹　（保護/神奈川県自然環境保全セ）

　　　　井上真理子　（経営/森林総研）

　　　　橋本　昌司　（土壌/森林総研）

　　　　都築　伸行　（林政/森林総研）

　　　　磯田　圭哉　（育種/森林総研林育セ）

　　　　菅原　　泉　（造林/東京農大）
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　本誌の特集「森を歩く」は、いかがでしたでしょうか。今
回の特集では、森林をめぐるさまざまな分野の方々にご寄稿頂
きました。かつて「森林科学」が「林学」であった時代には、
関係者といえば、林業や林産関係者など限られていたと思いま
す。しかし、環境が注目されている今日、「森林科学」には、
一般市民をはじめ多様な分野からの関心が寄せられています。
特集では、こうした学会員以外の方を含めてさまざまな立場の
「人」から、森へのメッセージをお寄せいただきました。
　関係者が増えれば、それだけ価値観が多様になり、相互に
理解しあうことは簡単にはいかなくなります。「林学」であ
れば、関係者間で「森林の育成、利用、保全」を基本に得られ
ていた理解も、「森林科学」では必ずしもそうはいきません。
時には「木を伐ること」への理解も困難なこともあります。
多様な関係者間で理解を得るには、まずはお互いを知るこ
とが必要です。そのためには、本誌が目指している「専門
的な内容をわかりやすく伝えること」と共に、異なる立場の
人の言葉に耳を傾けることが必要だと思います。
　特集の内容では、これからの林業のあり方として、森林管理（大
住氏）、次世代を担う若者（横林氏）、災害時における木質資源の
活用（深澤氏）、新たな森林利用として、「森のようちえん」の活動
（内田氏）、森林の保全を巡る合意形成のあり方（八巻氏）、そして
森林の価値とは何かという、森林科学の根底に関わる哲学的な思
考（亀山氏）が盛り込まれています。特集をコーディネートされ
た大石氏は、幅の広い森林の価値を発揮させる技術の統合の必要

性を指摘しています。森だけではない「森林科学」に対する広が
りは、全体のごく一部ではありますが、大石氏の人脈の賜物です。
　ところで、「森を歩く」を国内テーマとした国際森林年2011年
は、東日本大震災および原子力発電所事故による被害に対し
て、「現場への対応」を迫られました。森林の現場での課題には、
自然科学を駆使して状況を迅速かつ正確に把握するのはもち
ろんのこと、多様な立場の関係者との調整や対処が迫られま
す。細分化されたサイエンスの知見だけでは、現代社会におい
て必ずしも市民に受け入れられる訳ではないことが、災害、事
故への対応を通じて明らかになりました。科学とは何か、科学
者はどのような役目を果たすべきなのか、改めて問われまし
た。そして、都市にいるホワイトカラーの視点だけでは成し得
ないことを、現場での技術、地域の人の力が実現しました。改
めて「森を歩く」ことの必要性を感じる年となりました。
　現場への対応の必要性を示した言葉として、「木を見て、森
を見ず」があります。これからの森林では、専門家だけでは
なく多様な関係者と協働していく必要があることを考える
と、さらに「木を見て、森を見ず、森に関わる人も見ず」となら
ないようにしなければと思います。森林科学においても、「森
づくりは人づくり」の指針を据える必要があると思います。
　今回の特集が、これからの森林科学の指針となり、現場の
「森を歩く」ことにつながればと願います。明日は、私も机
を離れて、森林の中を歩いてみようと思います。

（編集委員　井上真理子）
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